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Ａ．研究目的 

厚生労働省は、労働災害防止のための危害防止基準を確立するため、昭和 47 年に「労働

安全衛生法」を施行した。さらに、粉じんの障害防止に特化した法律として、昭和 54 年に

「粉じん障害防止規則」を制定した。粉じん障害防止規則は第 1条から第 27 条と附則と別

表第 1、別表第 2、別表第 3 からなり、別表第 1 に掲げられている作業（以下、「粉じん作

業」）、別表第 2 に掲げられている場所が粉じんの発生源であるような作業（特定粉じん作

業）を行うには、全体換気装置や局所排気装置などの設備を設置するなどの措置をとる必

要がある。また、別表第 3 に掲げられている作業を行う作業者には、呼吸用保護具の着用

が義務付けられている。 

粉じん障害防止規則（以下、粉じん則）の制定以降、厚生労働省は、粉じん則の周知徹

底及びじん肺法との一体的運用を図るため、昭和 56 年度の「第 1次粉じん障害防止総合対

策」から 5 年ごとに粉じん障害防止対策を推進してきた。そして、それぞれの時代の科学

的知見や技術の状況に応じ、作業環境管理、作業管理及び健康管理等の必要な対策が、逐

次講じられてきた。その結果、昭和 55 年当時 6842 人であったじん肺新規有所見労働者が、

平成 21 年には 233 人と大幅に減少し、着実に対策の成果がでている。しかし、近年では約

200 人で横ばいとなっており、この状態を更なる減少傾向に転じさせる必要性が指摘されて

いる。そのため、じん肺が遅発性疾病であることを鑑みて、有所見者の発生を待たずに各

作業の粉じんばく露リスクを改めて見直し、そのような高リスクの作業から優先的に新た

な対策を実施する必要性に迫られている。 

そこで、本研究では、現行の粉じん障害防止規則において、「粉じん作業」として定めら

れた作業の範囲及び事業主の責務として実施が義務づけられた粉じんばく露防止対策の有

効性を調査するとともに、今後の省令改正等の必要性を検討する上での基礎となる資料を

提供することを目的とする。また、今後新たに、粉じん障害防止規則第 27 条別表３（呼吸

保護具の使用）（以下、別表３という。）に追加すべき作業の有無について調査し、ある場

合には、その作業における粉じんばく露リスクの調査を行い、粉じんばく露防止対策の必
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要性について検討する。 

そこで、本調査研究最後の年である本年度は、現在、「粉じん作業」に指定されているが、

今後新たに、（別表２）及び（別表３）のどちらに追加すべき作業としては、金属その他無

機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼成し、

湯出しし、又は鋳込みする場所における作業（別表１の 17）及び屋外での鉱物等破砕作業

（別表１の８）の２作業である。 

最後に、現在、「粉じん作業」に指定されていないが、今後新たに指定すべきと考えられ

る作業の有無について調査し、ある場合には、その作業における粉じんばく露リスクの調

査を行い、粉じんばく露防止対策の必要性について検討する。具体的には、船倉内の荷役

作業終了後の清掃作業である。本調査の現場測定に関しては、外国船籍の場合の治外法権、

船主の了解、測定時の測定者の安全等の問題から作業の見学だけなら大丈夫との現場担当

者からの連絡を受けたが、最終的には、荷主の許可が得られず見学することも従来は出来

なかったが、幸い 27 年度は、事業場の協力により、測定を実施することが可能となった。 

上記の３作業の粉じんばく露リスクの調査研究が完了することで、昭和 54 年に粉じん則

が制定されてから、未完成であった粉じん作業の規制の対象範囲がやっと、本年度の粉じ

んばく露リスクの調査研究で完成することになる。 

次に、有害物質が発生する工場内の作業環境では、作業者の健康と安全を守るために、

厚生労働省令において、主に局所排気装置の設置が義務付けられている。局所排気装置に

は、法令により構造要件や性能要件が定められており、特定化学物質（以下、特化物）、有

機溶剤、鉛、粉じん及び石綿については制御風速方式が、鉛と一部の特化物には抑制濃度

方式が定められている。しかし、実際に作業環境測定を行うと、制御風速を満たしている

にも関わらず、作業環境が良くない場合がある。また、逆に、局所排気装置が制御風速を

満たしていないにも関わらず、作業環境が良好な場合もある。これは、局所排気装置から

の漏洩は制御風速だけでなく、局所排気装置が作業状況と適合しているか否かに大きく左

右されるためである。そのため、制御風速は局所排気装置の設計の際には重要なパラメー

ターとなるが、出来上がった局所排気装置が作業場で有効に稼働しているかどうかは、作

業環境測定で評価されるべきであると考える。そうした現状を受けて厚生労働省では、２

３年に「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」を設

置して、１）作業環境測定の評価結果の労働者への周知及び２）局所排気装置等以外の発

散抑制方法の導入について検討を行った。その検討結果の報告を受けて、平成 24 年４月「有

機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」により、局所排気装置の設置が義務付けら

れた作業場において、作業者の安全が確保され、作業場が良好とされる第１管理区分に区

分され、かつ所轄労働基準監督署長からの許可を得た場合には、特例として局所排気装置

以外の代替措置を取っても良いことになった。つまり、局所排気装置に規定された要件を

満たさない装置であっても使用することができ、作業環境測定のみによって作業環境管理

を行うことができる。作業環境が良好であれば、定められていた制御風速以下で装置を運
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用することが可能となり、エネルギーコストの削減に繋がる。さらに従来の屋外排気を屋

内排気にすることで、装置の小型化が図られ大幅な設備費の削減が期待できる。しかし、

このような特例は、粉じん障害防止規則においてはまだ認められていない。 

そこで、本研究では、粉じん障害防止規則においても同様に、局所排気装置以外の粉じ

ん発散防止抑制装置の使用を可能にするため、制御風速と漏洩濃度の関係を求めるために

26 年度と同様に集じんフィルターを内蔵した屋内排気型側方吸引型外付け式フードを作製

し、実験室を実際の作業場に想定し、粉じんの環境への漏洩の有無を調べることで、制御

風速を下げても作業環境を良好に保つことができることを検証すべく実験を行った。また、

併せて、外乱気流が作業現場に設置された局所排気装置の漏洩濃度にどの様な影響を与え

るかについても検証を行った。さらに、粉じんを取り扱う作業現場で、第１管理区分に成

っている事業場にお願いして、作業現場に設置されている局所排気装置の吸引風速を制御

風速より遅くした状態で、局所排気装置からの粉じんの漏洩濃度、作業者のばく露濃度及

び作業環境測定を行い、局所排気装置の吸引風速を制御風速より遅くしても第１管理区分

が維持できるかどうかの検証を行った。 
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Ｂ．研究方法 

1. 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉

に投げ入れ、焼成し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業 

1.1 目的 

粉じん障害防止対策として、厚生労働省は粉じん障害防止規則（以下、粉じん則）を制

定している。粉じん則で対象としている作業は別表第 1、別表第 2及び別表第 3に示されて

おり、別表第 1に掲げられている作業（以下、「粉じん作業」）、別表第 2に掲げられている

場所が粉じんの発生源であるような作業（以下、「特定粉じん作業」）を行うには、全体換

気装置や局所排気装置などの設備を設置するなどの措置をとる必要がある。また、別表第 3

に掲げられている作業を行う作業者には、呼吸用保護具の着用が義務付けられている。し

かしながら、現在、じん肺の新規有所見者数は横ばい傾向となっており、この状態を更な

る減少傾向に転じさせる必要性が指摘されている。そのため、各作業の粉じん曝露リスク

を改めて見直す必要がある。 

そこで、粉じん則の規制対象である、粉じん作業の中から、今後新たに別表第 2 及び別

表第 3に追加すべき可能性のある作業として、別表第 1第 17 号「金属その他無機物を製錬

し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、

又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場

所における作業を除く。」（以下、土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等、と略す）に

ついて粉じんばく露リスクの調査を行い、別表第 2 の作業に該当するのか、あるいは別表

第 3 の作業に該当するのかを判断するための必要な情報を得るため、粉じんばく露リスク

調査を実施した。 

 

1.2 測定調査の概要 

1.2.1 調査対象の作業および事業場 

測定対象とした作業は、土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等で、調査を行った事

業場は、12 事業場である。 

1.2.2 測定方法 

対象作業によって発生する粉じんについて、作業者のばく露濃度を測定した。ばく露濃

度測定は LD-6N デジタル粉じん計の検出部を作業者の右肩に固定し、操作部および吸引ポ

ンプを作業者の腰に装着し、作業中の連続測定を行った。測定時間は作業の進行に応じて

およそ 1～2時間程度を目安とした。その装着状況を図 1.1 に示す。 
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図 1.1 LD-6N デジタル粉じん計の装着状況 

 

1.2.3 評価方法 

 評価方法は、粉じんばく露濃度と管理濃度との比較で判断した。つまり、粉じんばく露

濃度の幾何平均値が管理濃度を超えていれば、有効な呼吸用保護具を着用する必要がある

作業と判断し、管理濃度以下であれば、呼吸用保護具を着用する必要のない作業と判断す

る。また、作業時の粉じんばく露濃度の幾何平均値が管理濃度を下回った場合でも、発生

する粉じん濃度の時間的変動状況によっては、一時的に粉じんばく露濃度が管理濃度を超

えている可能性も考えられる。そこで、粉じんばく露濃度との比較だけでなく、10 分間移

動平均値の結果も併せて評価した。つまり、測定時に 10 分間移動平均値が管理濃度を超え

る時間帯があった場合は、管理濃度を超えていると評価することとした。ここで、10 分間

移動平均値とは、ある時刻の前 5分、後 5分の計 10 分間の平均濃度を瞬間ごとに求めた値

である。10 分間移動平均値を示した図の 1測定点は、10 分間の平均濃度を示す。 

 

1.3 土石又は鉱物を開放炉に投入する作業の曝露濃度測定結果 

1.3.1 A 社 

A 社における、作業者のばく露濃度の測定結果を表 1.1 に、また粉じんばく露濃度変動の

グラフを図 1.2 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.3 に、測定中の作業風景を図 1.4

に示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 9.4%であり、管理濃度は 0.25[mg/m3]であっ

た。 

表 1.1 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.09 0.25 × 
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図 1.2 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.3 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 1.4 作業状況 
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1.3.2 B 社 

B 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.2 に、また粉じんばく露濃度

変動のグラフを図 1.5 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.6 に、測定中の作業状況を

図 1.7 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 17.3%であり、管理濃度は

0.14[mg/m3]であった。 

 

表 1.2 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.46 0.14 ◯ 
 

 
図 1.5 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.6 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 1.7 作業状況 

 

1.3.3 C 社 

C 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.3 に、また、粉じんばく露濃

度変動のグラフを図 1.8 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.9 にそれぞれ示す。なお、

粉じん中の遊離けい酸含有率は 2.0%であり、管理濃度は 0.90[mg/m3]であった。 

 

表 1.3 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 1.00 0.90 ◯ 

 

 
図 1.8 粉じんばく露濃度の変動状況 
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図 1.9 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

1.3.4 D 社 

D 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.4 に、また、粉じんばく露濃

度変動のグラフを図 1.10 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.11 に、測定中の作業風

景を図 1.12 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 2.0%であり、管理濃度

は 0.89[mg/m3]であった。 

表 1.4 粉じんばく露濃度結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.32 0.89 ◯* 

*：10 分間移動平均の値が管理濃度を上回っているので、管理濃度を超えていると判断した 

 
図 1.10 粉じんばく露濃度の変動状況 
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図 1.11 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 1.12 作業状況 

 

1.3.5 E 社 

E 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.5 に、また、粉じんばく露濃

度変動のグラフを図 1.13 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.14 に、測定中の作業状

況を図 1.15 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 3.9%であり、管理濃度

は 0.53[mg/m3]であった。 

表 1.5 粉じんばく露測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.03 0.53 × 

 



11 

 
図 1.13 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.14 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 1.15 作業状況 
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1.3.6 F 社 

F 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.6 に、また粉じんばく露濃度

変動のグラフを図 1.16 に、そ 10 分間移動平均値の変動を図 1.17 に示す。なお、粉じん中

の遊離けい酸含有率は 17.6%であり、管理濃度は 0.14[mg/m3]であった 

 

表 1.6 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.18 0.14 ◯ 

 

 
図 1.16 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.17 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

1.3.7 G 社 

(a) 造形作業場 

G 社（造形作業場）における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.7 に、また濃
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度変動のグラフを図 1.18 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.19 に、測定中の作業状

況を図 1.20 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 15.0%であり、管理濃

度は 0.16[mg/m3]であった。 

 

表 1.7 粉じんばく露濃度の測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 1.02 0.16 ◯ 

 

 
図 1.18 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.19 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 1.20 作業状況 

 

(b) 溶解作業場 

G 社（溶解作業場）における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.8 に、また粉

じんばく露濃度変動のグラフを図 1.21 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.22 に、測

定中の作業風景を図 1.23 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 0 %であ

り、管理濃度は 3.0[mg/m3]であった。 

 

表 1.8 粉じんばく曝露濃度結果 

 
粉じんばく露濃度 

[g/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.04 3.0 × 

 

 
図 1.21 粉じんばく露濃度の変動状況 
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図 1.22 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 1.23 作業状況 

 

1.3.8 H 社 

H 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.9 に、また粉じんばく露濃度

変動のグラフを図 1.24 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.25 にそれぞれ示す。なお、

粉じん中の遊離けい酸含有率は 11.0%であり、管理濃度は 0.21[mg/m3]であった。 

 

表 1.9 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 0.59 0.21 ◯ 
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図 1.24 粉じんばく露濃度の変動状況 

 
図 1.25 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

1.3.9 I 社 

I 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.10 に、また粉じんばく露濃

度変動のグラフを図 1.26 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.27 に、測定中の作業風

景を図 1.28 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 14.4%であり、管理濃

度は 0.17[mg/m3]であった。 

表 1.10 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 1.29 0.17 ◯ 
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図 1.26 粉じんばく露濃度の変動状況 

 

 
図 1.27 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 1.28 作業状況 
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1.3.10 J 社 

J 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 1.11 に、また粉じんばく露濃

度変動のグラフを図 3.28 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 1.30 に、測定中の作業風

景を図 1.31 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 13.2%であり、管理濃

度は 0.18[mg/m3]であった。 

表 1.11 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

1 回目 1.05 0.18 ◯ 

 

 
 図 1.29 粉じんばく露濃度の変動状況  

 

 
図 1.30 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 1.31 作業状況 

 

1.3.11 K 社 

K 社における測定では、作業場周辺に、LD-6N（床からの高さ約 1.8m に設置）、ならびに

NW-354、LD-5（床からの高さ約 1.2m に設置）を設置し、環境測定も行った。それらの機器

の設置場所も記した作業場の概略図を図 1.32 に示す。 

作業者の粉じんばく露濃度の測定結果（AM 及び PM）を表 1.12 に、環境測定の結果を表

1.13 に、濃度変動のグラフ及び 10 分間移動平均値の変動を図 1.33～図 1.36 にそれぞれ示

す。 

また、測定中の作業状況を図 1.37 に示す。  

なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 3.1%であり、管理濃度は 0.64[mg/m3]であった。 

 

◎：LD-5、NW-354 併行測定点、    ：LD-6N 測定点、    ：作業者位置  

図 1.32 測定作業場の概略図 
 

機械 

 

溶解炉 

 

溶解炉 

電
源 

通路 

分析室 階段 ◎ 
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表 1.12 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

AM 0.12 0.64 × 
PM 0.03 0.64 × 

 
表 1.13 作業環境の粉じん濃度の測定結果 

 
測定時間 
[min] 

捕集量 
[mg] 

粉じん濃度 
[mg/m3] 

相対濃度 
[cpm] 

K 値 
[mg/m3/cpm] 

AM (LD-6N) 92 0.04 0.17 54 0.0032 
AM 

(NW-354、LD-5) 
88 

NW-354 LD-5 
0.21 0.12 87 0.0014 

PM (LD-6N) 121 0.04 0.13 57 0.0023 
PM 

(NW-354、LD-5) 
119 

NW-354 LD-5 
0.44 0.19 84 0.0022 

 

 
図 1.33 粉じんばく露濃度の変動状況（AM） 

 

 
図 1.34 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値-AM-） 
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図 1.35 粉じんばく曝露濃度の変動状況（PM） 

 

 
図 1.36 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値-PM-） 

 

 
図 1.37 作業風景 
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1.3.12 L 社 

 L 社における、作業者の粉じんばく露濃度の測定結果（作業者 1及び作業者 2）を表 1.14

に、濃度変動のグラフ及び 10 分間移動平均値の変動を図 1.38～図 1.41 にそれぞれ示す。

また測定中の作業状況を図1.42に示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は2.0%であり、

管理濃度は 0.89[mg/m3]であった。 

表 1.14 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者 1 0.51 0.89 ○* 

作業者 2 1.05 0.89 ○ 

*：10 分間移動平均の値が管理濃度を上回っているので、管理濃度を超えていると判断した 
 

 
図 1.38 粉じんばく露濃度の変動状況（作業者 1） 

 
図 1.39 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値-作業者 1-） 
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図 1.40 粉じんばく露濃度の変動状況（作業者 2） 

 
図 1.41 粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値-作業者 2-） 

 
図 1.42 作業状況 
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1.4 まとめ 

粉じん濃度測定を行った 12 社の作業場において、粉じんばく露濃度測定を行った 15 名

の作業者について、土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等の作業時の粉じんばく露濃

度測定結果をまとめて表 1.15 に示す。 

 

表 1.15 粉じんばく露濃度測定結果のまとめ 

事業所 

 

作業者 
粉じんばく露

濃度[mg/m3] 

管 理 濃 度

[mg/m3] 

管理濃度超え 

（超えれば○） 

1 A 社 1 0.09 0.25 × 

2 B 社 1 0.46 0.14 ○ 

3 C 社 1 1.00 0.90 ○ 

4 D 社 1 0.32 0.89 ○* 

5 E 社 1 0.03 0.53 × 

6 F 社 1 0.18 0.14 ○ 

7 G 社 
１(造形作業場) 1.02 0.16 ○ 

１(溶解作業場) 0.04 3.0 × 

8 H 社 1 0.59 0.21 ○ 

9 I 社 1 1.29 0.17 ○ 

10 J 社 1 1.05 0.18 ○ 

11 K 社 
1 0.12 0.64 × 

2 0.03 0.64 × 

12 L 社 
1 0.51 0.89 ○* 

2 1.05 0.89 ○ 

*：10 分間移動平均の値が管理濃度を上回っているので、 

管理濃度を超えていると判断した 

 

土石及び鉱物の開放炉への投入作業として、12 事業場で 15 名の作業者の粉じんばく露濃

度測定を行った。作業者の作業により粉じんばく露濃度の幾何平均値には差がみられるも

のの、作業方法によらずほとんどの作業で、粉じんばく濃度が管理濃度を上回った。また、

粉じんばく露濃度が管理濃度を下回っていた作業者についても、粉じんばく露濃度の 10 分

間平均値が管理濃度を上回っている作業者が２名いたことが明らかとなった。また、表 1.15

の測定結果をまとめたものを表 1.16 に示す。 
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表 1.16 土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業時の粉じんばく露濃度測定結果のまとめ 

作業内容 
ばく露濃度 

管理濃度 
[mg/m3] 

管理濃度 
超えの割合 

幾何平均[mg/m3] 
（幾何標準偏差） 

濃度範囲 

投入等作業 0.27 (3.76) 0.03〜1.29 0.14〜3.0 67% 10/15 

 

表 1.16 に示すように 67%（10/15）の作業で管理濃度を超えていた。管理濃度以下に粉じ

ん濃度を低減することは困難であることが予想される。 

現在、鋳物工場における別表第 1第 17 号「金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工

程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所

における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除

く。」作業は、粉じん則で粉じん作業（別表第 1）に指定されているが、特定粉じん作業（別

表第 2）及び呼吸用保護具を使用する作業（別表第 3）には指定されていない。そこで、本

研究で現場調査を行い、新たに別表第 2 又は別表第 3 のどちらの作業に指定すべきか検証

した結果、ほとんど全ての土石又は鉱石投入作業で管理濃度を超えていることが明らかに

なったので、粉じん則を改正し、いずれかの別表に指定し、種々の衛生工学的な対策を講

じることが適切な措置と考える。 

土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等は、金属溶解時に開放炉から金属ヒュームが

発生するが、最も粉じんが発生するのは、土石又は鉱物を開放炉等に投げ入れる作業であ

る。土石又は鉱物等を開放炉に投げ入れるのは、溶解金属面に浮いているノロが出湯時に

鋳型に入ると鋳物製品の不良になるので、そのノロを出湯前に取り除くために行う作業で、

溶融作業工程では約 1回の短時間作業である。一般的に開放炉には、キャノピー式フード、

上方型外付け式フード及びリングフード等が設置されていることが多いが、中小の鋳物工

場で局所排気装置が設置されていない場合が多いと考える。土石又は鉱石投入等作業は、

キャノピー式フード、上方型外付け式フード及びリングフード等の局所排気装置を用いた

防じん対策が可能な作業と考えられるので、「作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様な

どからみて一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策を講じること

ができるもの」に該当する「特定粉じん発生源」である別表第 2 に該当することが適切な

作業と考える。しかし、土石又は鉱物を開放炉に投入する作業等は作業工程における短時

間作業であること、及び作業者の粉じん曝露濃度が高いこと等を総合的に判断すると、別

表第 3の呼吸用保護具を使用する作業とすることが適切と考える。 
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２．屋外の鉱物等を動力により破砕する作業 

2.1 目的 

本測定調査の目的は、別表第 1 に掲げられた作業（以下、粉じん作業）の中から、今後

新たに別表第 2 及び別表第 3 に追加すべき可能性のある作業について粉じんばく露リスク

調査を行った。 

具体的に測定対象とした作業は、別表第 1 第 8 号「鉱物等、炭素原料又はアルミニウム

はくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業（第 3号、第 15 号

又は第 19 号に掲げる作業を除く。）。ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、

又はふるい分ける場所における作業を除く。」（以下、鉱物等破砕作業と略す）の作業のう

ち、鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業に該当する

作業を屋外において手持ち削岩機等を用いて鉱物等の小割りする作業を調査対象とした。 

本現場調査ではこれらについて粉じんばく露リスクの調査を行い、呼吸用保護具を使用

すべき作業へ改正する必要があるかどうかを検討した。 

 

2.2 調査対象現場の現状 

従来は砕石場等で大きな岩石を手持ちの破砕機で小さく砕いて、クラッシャー等に投入

していたが、現在は大型重機の発展や大型クラッシャーの導入で、こうした作業が行われ

なくなってきているのが現状である。 

こうした作業は、現在石材加工場などで、大きな鉱石（花崗岩）等を墓石や外壁等の目

的に応じた小さな鉱石にするために小割り作業として残っているのが現状である。 

ただ、小割り作業も海外からの鉱石等の輸入に伴い目的に合ったサイズに加工されて輸

入されるため、一般に、鉱石の山を持ち、自前で小割するごく限られた石材場、例えば、

高松の庵治地区、茨木の真壁地区等で行われている。 

そのため測定可能環境が少なく、小割り作業を行う事業所も従業員３、４名の小規模事

業場のためなかなか事業場からの測定の許可が得られにくい現状のため、やっと 2 事業所

で測定行うことが出来た。 

 

2.3 調査方法 

2.3.1 調査対象の作業および事業場 

測定対象とした作業は、鉱物等破砕作業のうち、石材事業場の屋外における手持ち削岩

機で岩石小割りして土木工事用の組石を作る作業と大きな石材を墓石のサイズに小割りす

る作業である。 

調査は以下の 2つの事業場において行った 

① Ａ社（石材業） 

② Ｂ社（石材業） 
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2.3.2 測定方法 

対象作業によって発生する粉じんについて、作業者のばく露濃度を測定した。ばく露濃

度測定は LD-6N デジタル粉じん計の検出部を作業者の右肩に固定し、操作部および吸引ポ

ンプを作業者の腰に装着し、作業中の連続測定を行った。測定時間は作業の進行に応じて

およそ 10 分～１時間程度を目安とした。その装着状況を図 2.1 に示す。 

 
図 2.1 LD-6N デジタル粉じん計の装着状況 

 

2.3.3 評価方法 

評価方法は、粉じんばく露濃度と管理濃度との比較で判断した。つまり、粉じんばく露

濃度の幾何平均値が管理濃度を超えていれば、有効な呼吸用保護具を着用する必要がある

作業と判断し、管理濃度以下であれば、呼吸用保護具を着用する必要のない作業と判断す

る。また、作業時の粉じんばく露濃度の幾何平均値が管理濃度を下回った場合でも、発生

する粉じん濃度の時間的変動状況によっては、一時的に粉じんばく露濃度が管理濃度を超

えている可能性も考えられる。そこで、粉じんばく露濃度との比較だけでなく、10 分間移

動平均値の結果も併せて評価した。つまり、測定時に 10 分間移動平均値が管理濃度を超え

る時間帯があった場合は、管理濃度を超えていると評価することとした。ここで、10 分間

移動平均値とは、ある時刻の前 5分、後 5分の計 10 分間の平均濃度を瞬間ごとに求めた値

である。10 分間移動平均値を示した図の 1測定点は、10 分間の平均濃度を示す。 

 

 

2.4 調査結果 

2.4.1 Ａ社 

作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 2.1 に、また作業者①の粉じんばく露濃度変

動状況を図 2.2 に、その 10 分間移動平均値の変動状況を図 2.3 に、作業者②の粉じんばく

露濃度変動状況を図 2.4 に、その 10 分間移動平均値の変動状況を図 2.5 にそれぞれ示す。

測定中の小割り作業風景を図 2.6、図 2.7 及び図 2.8 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊

離けい酸含有率は 11.8%であり、管理濃度は 0.20mg/m3であった。 

 

 

表 2.1 A 社の粉じんばく露濃度測定結果 
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粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者① 1.06 0.20 ○ 

作業者② 0.62 0.20 ○ 

 

 
図 2.2 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況 

 
図 2.3 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 2.4 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況 

 
図 2.5 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

   

 図 2.6 小割り作業状況（その 1） 図 2.7 小割り作業状況（その 2） 
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図 2.8 作業場全体の作業風景（その 3） 

 

表 2.1 から、作業者①、作業者②の測定とも、粉じんばく露濃度は管理濃度を超えてい

た。また、図 2.3 及び図 2.5 から、10 分間移動平均値についても測定時間の大半において

管理濃度の水準を超えていた。作業中の姿勢は立位が多いようであり作業者の呼吸域は発

じん源から比較的離れており、風向きや風速によっては粉じん濃度を低減させる影響も考

えられるが、それ以上に発じん量が多いため、粉じんばく露濃度が上昇していたと考えら

れる。 

 

2.4.2 Ｂ社 

作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 2.2 に、また作業者の粉じんばく露濃度の濃

度変動状況を図 2.9 に、その 10 分間移動平均値の変動状況を図 2.10 にそれぞれ示す。測

定中の作業風景を図 2.11 及び図 2.12 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有

率は 33.2%であり、管理濃度は 0.07mg/m3であった。 

 
表 2.2 B 社の粉じんばく露測定結果 

 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者 5.59 0.07 ○ 
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図 2.9 作業者の粉じんばく露濃度の変動状況 

 
図 2.10 作業者の粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

   
 図 2.11 小割り作業状況（その 1） 図 2.12 小割り作業状況（その 2） 
 

表 4.2 から粉じんばく露濃度は管理濃度を超えていた。また図 2.9 および図 2.10 から、

10 分間移動平均値についても測定時間の全てにおいて管理濃度の水準を超えていた。 

破砕作業において開始当初は図 2.11 に見られるように写真に向かって右向きを向いて作
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業を行っていたが開始 4分頃以降から向きを反転し図 2.12 に見られるように写真に向かっ

て左向きで作業を行っていた。現場の風は作業時間中ずっと写真に向かって右から左に向

かう形で吹いており、ドリルの向きから粉じんは常に作業者の後ろ向きに発生していた。 

図 2.9 を見ると瞬間粉じんばく露濃度にも開始 4 分以降に顕著な傾向が見られた。これ

は 4 分後以降作業者の立ち位置と風向の関係から発生した粉じんに多くばく露した為と考

えられる。 

 

2.5 結論 

作業場所の測定結果をまとめて表 2.1 に示す。また、鉱物等破砕作業のばく露濃度測定

の集計結果を表 2.2 に示す。 

表 2.1 鉱物等破砕作業の粉じんばく露濃度測定結果のまとめ 

作業場所 作業者 
粉じんばく露濃度

[mg/m3] 
管理濃度[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

Ａ社 
① 1.06 0.20 ○ 
② 0.62 0.20 ○ 

Ｂ社 ① 5.59 0.07 ○ 
 

表 2.2 鉱物等破砕作業の粉じんばく露濃度測定の集計結果 

ばく露濃度 
管理濃度 
[mg/m3] 

管理濃度 
超えの割合 

幾何平均[mg/m3] 
（幾何標準偏差） 

濃度範囲 

1.54 (15.7) 0.62〜5.59 0.07〜0.20 100% 3/3 
 

 今後新たに粉じん則の別表第 2 及び別表第 3 のいずれかに追加すべき可能性のある作

業として、別表第 1 第 8 号に定められた「鉱物等破砕作業のうち石材事業場において屋外

で行われている手持ち削岩機を用いた鉱石の小割り作業」について、粉じんばく露濃度測

定を行った。その結果、表 5.2 に示すように屋外の鉱物等破砕作業は、2作業場３名の作業

者の粉じんばく露濃度測定結果において、測定した全ての作業者のばく露濃度について管

理濃度を超えていた。また外付け式フード等の局所排気装置を用いた防じん対策は容易で

はないと考えられることから、呼吸用保護具を着用することを義務付けた粉じん則別表第 3

に列挙される作業にすることが適切な措置と考えられる。 

本調査測定では、2作業場３名の作業者と測定数は少ないが、こうした石材等の小割り作

業は、日本においてもまだ存在し、現在でも小割り作業を行っている作業者が少なからず

存在し、本調査と同じ様な粉じん曝露濃度にさらされている可能性はあると想像されるの

で、この屋外において鉱石を動力により破砕する作業は別表 3 に組み入れる粉じん則の改

正が必要と考える。 
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３．船倉内の荷役作業終了後の清掃作業 

3.1 目的 

現在、「粉じん作業」に指定されていないが、今後新たに指定すべきと考えられる作業の

有無について調査し、ある場合には、その作業における粉じんばく露リスクの調査を行い、

粉じんばく露防止対策の必要性について検討する。具体的には、船倉内の荷役作業終了後

の清掃作業である。 

そこで、現在粉じん作業に指定されていないが、今後新たに指定すべきと考えられる作

業として、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業における粉じんばく露リスク調査を行った。 

本章ではこの作業における粉じんばく露リスクの調査を行い、呼吸用保護具を使用すべ

き作業へ改正する必要があるかどうかを検討した。 

 

3.2 調査方法 

3.2.1 調査対象の作業および事業場 

測定対象とした作業は、岩石、鉱石専用運搬船の船底で岩石、鉱物をスコップ、箒によ

って掻き出し、掃き寄せる作業及び積荷として大豆粕を運搬してきた運搬船の船底で大豆

粕をアンローダーで陸揚げした後、スコップや竹箒等で清掃する作業である。 

調査は以下の４事業所で行った。 

     ① A 社（積荷：岩石） 

     ② B 社（積荷：岩石） 

     ③ C 社（積荷：鉄鉱石） 

     ④ D 社（積荷：大豆粕） 

 

3.2.2 測定方法 

対象作業によって発生する粉じんについて、作業者のばく露濃度を測定した。ばく露濃

度測定は LD-6N デジタル粉じん計の検出部を作業者の右肩に固定し、操作部および吸引ポ

ンプを作業者の腰に装着し、作業中の連続測定を行った。測定時間は作業の進行に応じて

およそ 10 分～２時間程度を目安とした。その装着状況を図 3.1 に示す。 

 
図 3.1 LD-6N デジタル粉じん計の装着状況 
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3.2.3 評価方法 

評価方法は、粉じんばく露濃度と管理濃度との比較で判断した。つまり、粉じんばく露

濃度の幾何平均値が管理濃度を超えていれば、有効な呼吸用保護具を着用する必要がある

作業と判断し、管理濃度以下であれば、呼吸用保護具を着用する必要のない作業と判断す

る。また、作業時の粉じんばく露濃度の幾何平均値が管理濃度を下回った場合でも、発生

する粉じん濃度の時間的変動状況によっては、一時的に粉じんばく露濃度が管理濃度を超

えている可能性も考えられる。そこで、粉じんばく露濃度との比較だけでなく、10 分間移

動平均値の結果も併せて評価した。つまり、測定時に 10 分間移動平均値が管理濃度を超え

る時間帯があった場合は、管理濃度を超えていると評価することとした。ここで、10 分間

移動平均値とは、ある時刻の前 5分、後 5分の計 10 分間の平均濃度を瞬間ごとに求めた値

である。10 分間移動平均値を示した図の 1測定点は、10 分間の平均濃度を示す。 

 

3.3 粉じんばく露濃度調査結果 

3.3.1 A 社 

測定対象の船は 1000t の砕石専用船で、積荷は砕石である。作業は 7～8ｍ×5～6ｍ、深

さ 3〜4m の船倉で行われ、作業者 1 人について測定を行った。作業者の粉じんばく露濃度

の測定結果を表 3.1 に、また粉じん濃度変動状況を図 3.2 に、その 10 分間移動平均値の変

動を図 3.3 に、測定中の作業状況を図 3.4 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸

含有率は 33.8%であり、管理濃度は 0.07[mg/m3]であった。 

 
表 3.1 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者① 0.80 0.07 ○ 
 

 
図 3.2 作業者の粉じんばく露濃度変動状況 
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図 3.3 作業者の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 
図 3.4 船底での清掃作業状況 

3.3.2 B 社 

測定対象の船は 1000t の砕石専用船で、積荷は砕石である。作業は 3～4ｍ×5～6ｍ、深

さ 5m の船倉で行われ、3 人の作業者について測定を行った。作業者の粉じんばく露濃度の

測定結果を表 3.2 に示す。また、作業者①の粉じんばく露濃度の変動状況を図 3.5 に、そ

の 10 分間移動平均値の変動を図 3.6 に、作業者②の粉じんばく露濃度の変動状況を図 3.7

に、その 10 分間移動平均値の変動を図 3.8 に、作業者③の粉じんばく露濃度の変動状況を

図 3.9 に、その 10 分間移動平均値の変動を図 3.10 にそれぞれ示す。測定中の作業状況を

図 3.11 及び図 3.12 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 33.8%であり、

管理濃度は 0.07[mg/m3]であった。 
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表 3.2 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者① 1.10 0.07 ○ 

作業者② 0.32 0.07 ○ 

作業者③ 0.20 0.07 ○ 

 

 
図 3.5 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況 

 
図 3.6 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 3.7 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況 

 
図 3.8 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 
図 3.9 作業者③の粉じんばく露濃度変動状況 
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図 3.10 作業者③の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 
図 3.11 船底での清掃作業状況（その 1） 

 
図 3.12 船底での清掃作業状況（その 2） 
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3.3.3 C 社 

測定対象の船は 20 万 tの鉱石運搬専用船で、積荷は鉄鋼原材料である。作業は 15 m×30 

m、深さ 20 m の船倉で行われ、5人の作業者について測定を行った。作業者の粉じんばく露

濃度の測定結果を表 3.3 に示す。また粉じんばく露濃度変動状況及び粉じんばく露濃度変

動状況の 10 分間移動平均値の変動状況を図 3.13～図 3.22 にそれぞれ示す。測定中の作業

者の清掃作業状況を図 3.23 及び図 3.24 にそれぞれ示す。なお、粉じん中の遊離けい酸含

有率は 4.1%であり、管理濃度は 0.51[mg/m3]であった。 

 
表 3.3 粉じんばく露測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者① 0.31 0.51  ○* 
作業者② 0.66 0.51 ○ 
作業者③ 0.06 0.51 × 
作業者④ 0.98 0.51 ○ 
作業者⑤ 0.39 0.51  ○* 

*：10 分間移動平均の値が管理濃度を上回っているので、管理濃度を超えていると判断した。 
 

 
図 3.13 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況 
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図 3.14 作業者①の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 3.15 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況 

 

 
図 3.16 作業者②の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 
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図 3.17 作業者③の粉じんばく露濃度変動状況 

 

 
図 3.18 作業者③の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 3.19 作業者④の粉じんばく露濃度変動状況 
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図 3.20 作業者④の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 

 

 
図 3.21 作業者⑤の粉じんばく露濃度変動状況 

 

 
図 3.22 作業者⑤の粉じんばく露濃度変動状況（10 分間移動平均値） 
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 図 3.23 船底での清掃作業状況（その 1） 図 3.24 船底での清掃作業状況（その 2） 

 

3.3.4 D 社 

測定対象の船の積荷は大豆粕である。作業は、クレーンバケットで船倉内の床が見える

まで荷揚げをした後、作業者が船倉内に入り、スコップや竹箒で大豆粕を集め、集めた大

豆粕をバケットで荷揚げする。バケットで荷揚げの後、清掃作業等を行う。測定は、船倉

の作業者２人に対して実施した。作業者の粉じんばく露濃度の測定結果を表 3.4 に示す。

本調査では、作業の関係で、NWPS-254 型個人ばく露粉じん計での測定のため、粉じんばく

露濃度の変動状況の測定は行えなかった。測定中の作業状況を図 3.25 と図 3.26 に示す。

なお、粉じん中の遊離けい酸含有率は 2.2%であり、管理濃度は 0.72[mg/m3]であった。 

 
表 3.4 粉じんばく露濃度測定結果 

 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度
[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

作業者① 4.98 0.72  ○* 

作業者② 6.42 0.72 ○ 

 

 
図 3.25 船底での清掃作業状況（その 1） 
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図 3.26 船底での清掃作業状況（その 2） 

 

表 3.4 より、作業者の粉じんばく露濃度が、他の船底での清掃作業に比べて著しく高濃

度なのは、積荷が大豆粕のため、乾燥しており、粉じんの発生しやすい状況にあった。ま

た、大豆を畑から収穫するときに、畑の土が大豆に付着し、その土が大豆粕にする工程で

も取りきれないまま、荷積みされたため、輸送中に偏石等により船底に少し溜まったため、

大豆粕でありながら、2.2％の遊離けい酸含有率を示したと考えられる。以前小麦、トウモ

ロコシ及びコウリャンの船底清掃作業の測定をしたときに、同様な経験をした 

 

3.4 結論 

４事業場の 11 名の作業者の粉じんばく露濃度測定結果をまとめて表 3.5 に示す。また、

船倉清掃作業時の全作業者の粉じんばく露濃度測定の集計結果を表 3.6 に示す。 

 

表 3.5 船倉清掃作業時の粉じんばく露濃度測定結果のまとめ 

作業場所 作業者 
粉じんばく露濃度 

[mg/m3] 
管理濃度[mg/m3] 

管理濃度超え 
（超えれば○） 

A 社 ① 0.80 0.07 ○ 

B 社 

① 1.10 0.07 ○ 

② 0.32 0.07 ○ 

③ 0.20 0.07 ○ 

C 社 

① 0.31 0.51 ○* 

② 0.66 0.51 ○ 

③ 0.06 0.51 × 

④ 0.98 0.51 ○ 

⑤ 0.39 0.51 ○* 

D 社 
① 4.98 0.72 ○* 

② 6.42 0.72 ○ 
*: 10 分間移動平均の値が管理濃度を上回っているので管理濃度を超えていると判断した。 
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表 3.6 船倉清掃作業時の粉じんばく露濃度測定の集計結果 

粉じんばく露濃度 
管理濃度 
[mg/m3] 

管理濃度 
超えの割合 

幾何平均[mg/m3] 
（幾何標準偏差） 

濃度範囲 

0.64 (3.86) 0.06〜6.42 0.07〜0.72 91% 10/11 

 

表 3.6 に示すように 91%（10／11）の作業で管理濃度を超えていた。このことより管理濃

度以下に粉じんばく露濃度を低減することは困難であることが予想される。 

現在「荷役作業後の清掃作業」作業は、粉じん則で粉じん作業に指定されていないが、

本研究で現場調査を行い、新たに粉じん作業に指定すべきか検証した結果、ほとんど全て

の清掃作業で管理濃度を超えていることが明らかになった。 

よって粉じん則を改正し、「粉じん作業」とする必要性があると考える。 

さらに、船倉清掃作業は外付け式フード等の局所排気装置を用いた粉じん対策が困難な

作業と考えられるので、呼吸用保護具を着用することを義務付けた別表第 3 の作業にする

ことが適切な措置と考える。 

船倉清掃作業は、長年測定を行うべく、船主協会、商社、船舶運用会社等各方面にお願

いをしてきたが、外国船籍の場合の治外法権、船主の了解、測定時の測定者の安全等の問

題から、荷主の許可が得られず、測定が難しかった。 

本年は、４事業場で 11 名の作業者について、粉じんばく露濃度測定が出来たことは、奇

跡に近く、測定を許可してくれた事業所に心から御礼申し上げます。 
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４．局所排気装置等以外の粉じん発散防止抑制装置に関する研究 

4.1 目的 

有害物質が発生する工場内の作業環境では、作業者の健康と安全を守るために、厚生労

働省令において、局所排気装置等（以下、局排等）の設置が義務付けられている。局所排

気装置とは、作業工程で発生した有害物質を周囲に拡散する前に吸引除去し、屋外へ排出

するシステムのことをいい、作業環境を良好に保つための有効な手段とされている。 

局所排気装置には、法令により構造要件と性能要件が定められており、要件を満たさな

いと法的に局所排気装置と認められない。その性能要件は特定化学物質（以下、特化物）、

有機溶剤、鉛、粉じん及び石綿については制御風速方式が、鉛と一部の特化物には抑制濃

度方式が定められている。制御風速とは、有害物質を吸引するために必要となる風速のこ

とをいい、外付け式フードにおいては、フードの開口面から最も離れた作業位置の風速が

制御風速を満たす必要がある。外付け式フードや囲い式フード等のフードの形状に応じて

制御風速が定められていて、制御風速を守れば有害物質が作業環境中に漏洩しないとされ

ている。 

しかし、実際に作業環境測定を行うと、制御風速を満たしているにも関わらず、作業環

境が良くない場合がある。また、逆に、局所排気装置が制御風速を満たしていないにも関

わらず、作業環境が良好な場合もある。これは、局所排気装置からの漏洩は制御風速だけ

でなく、局所排気装置が作業状況と適合しているか否かに大きく左右されるためである。

そのため、制御風速は装置の設計の際には重要なパラメーターとなるが、本来は装置の設

計要件にとどめ、出来上がった装置が作業場で有効に稼働しているかどうかは、作業環境

測定により作業場の粉じん濃度測定結果から評価されるべきであると考える。 

近年、有機溶剤中毒予防規則（以下、有機則）、特定化学物質障害予防規則（以下、特化

則）、鉛中毒予防規則においては、局所排気装置の設置が義務付けられた作業場において、

作業者の安全が確保され、作業環境が良好とされる第一管理区分に区分され、かつ所轄労

働基準監督署長からの許可を得た場合には、特例として局排等以外の代替措置を取っても

良いことになった。つまり、局所排気装置に規定された性能要件を満たさない装置であっ

ても所定の要件を満たせば使用を認められることが可能になり、作業環境測定のみによっ

て作業環境管理を行う方法も可能になる。作業環境が良好であれば、定められていた制御

風速以下で装置を運用することが可能となり、エネルギーコストの削減に繋がる。さらに

構造要件として屋外排気が規定されているが、屋内排気にすることで装置の小型化が図ら

れ大幅な設備費の削減が期待できる。 

現在、有機則等の改正により、局排等以外の発散防止抑制装置の設置が認められている

有機溶剤の場合、漏洩を監視するために必要な市販のモニター等の常時監視装置が有機溶

剤の漏洩監視に対応できていないのが現状である。また、有機溶剤の捕集に有効な活性炭

も現場の有機溶剤の濃度に対する捕集時間と活性炭の飽和吸着の関係に明確な答えを出す

のが難しい状況であるため、その運用に苦慮しているのが現状と考える。そうした現状を
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考えた時、粉じんの局排等以外の発散防止抑制装置は、有機溶剤と違い、粉じん捕集のた

めのフィルター（ろ過材）が存在し、その運用もバグフィルター等で明らかになっており、

さらに、粉じん漏洩を常時監視するための粉じん計もデジタル粉じん計等リアルタイムモ

ニターが市販されている。こうしたことから、粉じんに関する局排等以外の発散防止抑制

装置が一番実現性・実用性が高いと考える。しかし、このような特例は、有機溶剤等の化

学物質は化学物質対策課で、粉じんはじん肺班で取り扱うといった行政の所轄部署の違い

により、粉じん障害防止規則（以下、粉じん則）においてはまだ認められていない。 

そこで、本研究では、粉じん則においても同様に、局排等以外の粉じん発散防止装置の

使用を可能にするため、粉じん則改正に必要な下記の 4 要件で、本当に局排等以外の発散

防止抑制装置として認められるかについて検証を行った。 

粉じん則改正に必要な 4要件 

(1)制御風速を満たしていなくても粉じん作業の作業性が良く、発散防止抑制装置の開口

面からの漏洩が無いこと。 

(2)発散防止抑制装置にろ過材等を取り付け、排出口からの排出粉じん濃度が管理濃度の

10 分の 1 以下になっていることを、排出口に設置したデジタル粉じん計等にて常時監

視する。 

(3)発散防止抑制装置を設置した場所の作業環境が第 1管理区分であること。 

(4)発散防止抑制装置を設置した状態で粉じん作業を行い、その時の作業者のばく露濃度

および 10 分間移動平均値が管理濃度以下であること。 

実験室系では、局排等以外の粉じん発散防止装置として実際に、屋内排気型フードを作

製し、制御風速よりも遅い吸引風速で稼働した時に、環境への漏洩濃度および排気側の濃

度測定をすることで、制御風速を下げても作業環境を良好に保つことができるかを検証し

た。また、現場検証では、現場の事業所の協力をいただき、現在現場に設置されている局

所排気装置を用いて、吸引風速を通常より遅くする場合と吸引速度を制御風速より遅くし

た場合の吸引風速と漏洩濃度の関係等を求める模擬実験に近い測定を実施し、その時の作

業環境測定及びばく露濃度測定を行い、局排等以外の発散防止抑制装置の実用性の検証を

行った。 

実験室系および現場検証で検討した結果から得られた知見を基に、4要件を満たしていれ

ば、局排等以外の発散防止抑制装置が特定粉じん発生源に係る装置として取り扱われるこ

とが妥当と考えられた場合には、所轄部署であるじん肺班に改めて粉じんに関する局排等

以外の発散防止抑制装置の設置を特定粉じん発生源に係る措置として取り扱うために必要

な要件を提案し、粉じん則が一部改正され、粉じん作業現場で局排等以外の発散防止抑制

装置を使用できるようになることを最終目的にしている。 

 

4.2 フランジ効果およびフィルターの圧力損失 

4.2.1 フランジ効果 
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(1) 実験目的 

J.M.Dalla Valle の実験結果 1)によると、フード周囲にフランジを付けることで、図 4.1

の右図のようにフード後方から流れ込んでくる気流がなくなり、等速度面はフード前方に

伸びることが分かっている。このため、同じ排風量であってもフランジを付けた方がフー

ドに向かう吸引風速は大きくなる（以下、フランジ効果）と考えられている。つまり、フ

ランジを付けることで排風量の削減ができ、エネルギーコストや CO2排出量の削減が期待で

きる。しかし、B. Fletcher の実験結果 2)や久保田の実験結果 3)によると、フード開口面近

傍においては、フランジ効果は見られず、逆に吸引風速が小さくなってしまうことが指摘

されている。そこで、本実験ではフランジが無い時と有る時のフード開口面前方の風速を

測定し、フランジ効果について検証した。 

 
図 4.1 等速度面（左：フランジ無し、右：フランジ有り） 

(2) 実験方法 

 フード（サイズ：縦 300mm×横 300mm）をダクトと排気ファン（昭和電機株式会社製 

EC-100T-R313）に接続し、フランジが無い時と有る時で、フード前方のフードに向かう吸

引風速を測定した。実験の概略図を図 4.2 に示す。開口面風速は 0.8m/s、1.0m/s、1.2m/s、

1.4m/s の 4 条件とした。開口面風速は左右対称であると確認した後、図 4.3 の青色の丸印

で示すようにフード開口面の 6点の 30 秒間の平均風速値が設定した開口面風速となってい

ることを事前に確認した。 

   
 図 4.2 フード開口面の風速測定点 図 4.3 フード開口面の風速測定点 

フランジを付けた時の様子を図 4.4 に示す。なお、フランジの幅は 10cm とした。 

30cm 

30cm 
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図 4.4 フランジを付けた時の外観 

また、フード開口面前方における風速の測定点は、図 4.5 のピンク色の丸印で示すよう

に横 2.5cm 間隔、縦 5cm 間隔の格子点上とし、フード中心から横に-25cm～+25cm、前方 30cm

以内の範囲とした。各点ごとの 30 秒の平均風速値の結果を、分布図を作成するソフト

（Graph-R230）に入力し、フード前方の風速分布図を作成した。 

 
図 4.5 フード前方の風速測定点（平面図） 

 

(3) 実験結果 

 開口面風速ごとにフード前方の風速分布図を図 4.6～図 4.9 に示す。 

   
 開口面中心からの距離 cm 開口面中心からの距離 cm 

図 4.6 開口面風速が 0.8m/s の時（左：フランジ無し、右フランジ有り） 

中心線 

フランジ 

開
口
面
か
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の
距
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風速計 
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 開口面中心からの距離 cm 開口面中心からの距離 cm 

図 4.7 開口面風速が 1.0m/s の時（左：フランジ無し、右フランジ有り） 

   
 開口面中心からの距離 cm 開口面中心からの距離 cm 

図 4.8 開口面風速が 1.2m/s の時（左：フランジ無し、右フランジ有り） 

   
 開口面中心からの距離 cm 開口面中心からの距離 cm 

図 4.9 開口面風速が 1.4m/s の時（左：フランジ無し、右フランジ有り） 

ここで、風速分布図（図 4.6～図 4.9）の中心線上の点（図 4.5 の横軸 0cm 上の点）の風

速結果を開口面風速ごとにフランジが無い時と有る時の場合で図 4.10～図 4.13 に示す。 
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 図 4.10 開口面風速 0.8m/s 図 4.11 開口面風速 1.0m/s 
 

   
 図 4.12 開口面風速 1.2m/s 図 4.13 開口面風速 1.4m/s 
 

図 4.10～図 4.13 より、開口面近傍では、フランジが無い方（青線）が有る時（赤線）よ

りも風速が速くなっていることが分かる。ただし、フード開口面からある程度離れるとフ

ランジをつけた方が風速は若干速くなり、フランジ効果が見られた。 

 

(4) 考察 

フード開口面前方の風速分布図（図 4.6～図 4.9）より、フランジを付けることで等速度

面は横に広がっていることが分かった。このため、有害物質を捕捉する上で同じ開口面風

速であってもフランジを付ける方がより発散源を捕捉できる範囲が広まると考えられ、

Dalla Valle によるフランジ効果は確認された。また、B. Flecher の実験結果 2)や久保田に

よる実験結果 3)が示したようにフード開口面近傍では、図 4.10～図 4.13 よりフランジを付

けることでフランジを付けていない時よりも吸引風速が小さくなることが確認できた。 

この結果より、発散源の位置がフード開口面からどのくらい離れているかによってフラ

ンジを付けるべきか否かを考慮する必要があると考えられた。 

 

4.2.2 フィルターの圧力損失 

(1) 実験目的 

屋内排気型フードを粉じん作業場で用いる場合、粉じんをフィルターで捕集する必要が

ある。その際にフィルターの圧力損失を把握することは重要であり、屋内排気型フードに

内蔵するファンを選定するときにもフィルターの圧力損失を把握することは不可欠である。

◆フランジ無し
▲フランジ有り

 

◆フランジ無し
▲フランジ有り

 

◆フランジ無し
▲フランジ有り

 

◆フランジ無し
▲フランジ有り
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そこで、フィルターの面速に対する圧力損失を測定した。 

(2) 使用したフィルター 

 使用したフィルターを図 4.14 及び図 4.15 に示す。本研究では、プレフィルターに金属

メッシュフィルター（布引製作所社製 sus304）を用い、その後ろにメインフィルターとし

て HEPA フィルター（Panasonic 社製）を用いた。 

 

   
 図 4.14 金属メッシュフィルター 図 4.15 HEPA フィルター 

 

この金属メッシュフィルターはメインフィルターを保護するためのものである。例えば、

溶接作業時に発生する熱を持った金属ヒュームを直接 HEPA フィルターで捕集すると表面が

熱で焦げてしまうため、これを防止するために HEPA フィルターの前に金属メッシュフィル

ターが挿入されている。また、フードで捕集した粉じんの大部分を金属メッシュフィルタ

ーで捕集できるため（乾式、1μm 以上の粒子に対して 90%～99%の捕集効率）、HEPA フィル

ターに堆積する粉じんの量が減り、HEPA フィルターの寿命を伸ばし、交換頻度を下げる効

果がある。さらに、網目が大きいため、圧力損失が極めて小さくてすみ、さらにその材質・

構造から強度も充分である。使い捨てではなく、バイブレーション、水洗い等により補集

物の回収およびフィルターの洗浄が簡単に行える。 

HEPA フィルターは、粒径 0.3μmの粒子に対して 99.97％以上の捕集率をもつ、かなり高

性能なフィルターであり、初期圧力損失は 245Pa 以下の性能を持つ。 

(3) 実験方法 

 金属メッシュフィルターと HEPA フィルターの圧力損失を求めた。実験の外観を図 4.16

に示す。面速（フードの開口面風速）が 0.5m/s、0.6m/s、0.8m/s、1.0m/s、1.2m/s、1.4m/s

の時のフィルター通過後の圧力を微差圧計で測定し、大気圧との圧力の差（圧力損失）を

求めた。事前に設定面速にフード開口面積を乗じて算出した流量を排気できるよう、フー

ドの排気側に接続した流量計で速度圧を確認しながらインバーターで排気ファンの排風量

を調整した。 
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 ここで、金属メッシュフィルターは通常 10 枚セットで用いられることが多いが、本実験

では HEPA フィルターに金属メッシュフィルターを 0 枚、5 枚、6 枚、8 枚、10 枚と枚数を

変えて重ねた時の圧力損失を測定した。 

 
図 4.16 実験装置の外観 

(4) 実験結果 

 圧力損失の測定結果を図 4.17 に示す。 

 
図 4.17 フィルターの圧力損失 

 

 面速を速くするほど圧力損失は上昇していた。この結果から、HEPA フィルターの圧力損

失を差し引いた金属メッシュフィルターだけの圧力損失を枚数別に図 4.18 に示す。 

流量計 
微差圧計（フィルター 
の圧力損失） 

微差圧計 
（速度圧） 

圧力損失測定点 

フィルター 
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図 4.18 フィルターの圧力損失 

 

 図 4.18 より、面速に対して HEPA フィルターの方が圧力損失は大きいことが分かった。

金属メッシュフィルターの圧力損失は HEPA フィルターよりも小さく、面速が速くなるごと

に枚数による圧力損失の大きさに差が生じた。また、面速 0.5m/s～1.4m/s の範囲では HEPA

フィルターは直線を描くように上昇し、金属メッシュフィルターは放物線を描くように圧

力損失が上昇していた。面速 1.0m/s の時の金属メッシュフィルターの圧力損失は 150Pa 以

下であった。この値はフィルターの中でも極めて小さく、イニシャルコスト、ランニング

コストともに非常に経済的なフィルターであると考えられる。 

(5) 考察 

 屋内排気型フードに挿入するフィルターの圧力損失を調べた。金属メッシュフィルター

は HEPA フィルターよりも圧力損失は小さく、ファンへの負荷も小さいと考えられた。HEPA

フィルターはバグフィルター等の集塵フィルターの中では比較的圧力損失は大きいが、粒

径 0.3μmの粒子を 99.97%捕集でき、屋内排気には必要なフィルターである。屋内排気型フ

ードには市販の金属メッシュフィルター10 枚セットを使用することから、図 4.17 の 10 枚

＋HEPA フィルターの面速に対する圧力損失の結果を参考にし、ファンを選定する。 

 

4.2.3 総括 

 フランジ効果について調べた。フランジを付けることでフード前方の等速度面が前方に

も横にも広がり、発散源を捕捉できる範囲が広がることが確認できた。その一方、フード

開口面近傍の吸引風速はフランジ効果が見られず、逆にフランジを付けることでフランジ

近傍の風速は遅くなることが分かった。これらのことから、有害物質の発生状況や発散源

とフード開口面の距離から、フランジを付けるか否かを考慮する必要があると考えられた。 

屋内排気型フードを作製するにあたり、フィルターの圧力損失を調べた。金属メッシュフ

ィルターは圧力損失が小さく、ファンへの負荷も低減できる有用なプレフィルターである

と考えられた。また、金属メッシュフィルターと HEPA フィルターを重ねた時の面速に対す
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る圧力損失を測定した結果から、この圧力損失に耐えうるファンを選定し、屋内排気型フ

ードの作製を行う。 
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4.3 ダクト付きフードを用いた制御風速等に関する実験 

4.3.1 実験目的 

 屋内排気型フードに内蔵するファンを選定するため、２章で調べたフィルターの圧力損

失に加え、発生した煙をフードで十分に捕捉するために必要となる排風量を求める必要が

ある。そこで、本実験では 2 種類のダクト付きフードを用いて、模擬的に発生させた煙を

周囲に拡散せずフードで十分に捕集できる排風量を測定した。また、制御風速を満たさな

くても発生した煙を捕捉できる場合があると考えられている 1)。このため、各排風量時の捕

捉点風速も同時に測定し、制御風速より遅い吸引風速であっても発生した煙を捕捉できる

か否かを検証した。 

 さらに、制御風速は作業者がいない状態の捕捉点風速を表しているため、作業者がフー

ド開口面に向かって作業をしている時の実際の状況とは異なる。このため、作業者がいな

い状態で制御風速を満たす場合であっても、作業者がフード前方で作業をする場合にはそ

の制御風速が保たれない可能性がある。つまり、フード前方の作業者の有無で捕捉点風速

の大きさに変化があると考えられる。そこで、本実験では発散源に発煙ノズルを用いた場

合において、マネキンを作業者に見立て、フード前方にマネキンが無い時と有る時で捕捉

点風速に変化があるかを併せて検証した。 

 

4.3.2 実験方法 

 本実験では縦 300mm×横 500mm のフード（以下、フード 1）と縦 500mm×横 500mm のフー

ド（以下、フード 2）を用いた。実験の概観を図 4.19 に示す。 

 

 
図 4.19 実験の概観 

 

作業台上にフードと煙発散源（煙発生量：30L/min）、作業者に見立てたマネキンを設置

した。煙発生装置にホースでつなげた煙発散源から煙を発生し、30 秒後に作業台周囲の漏

洩濃度およびばく露濃度の測定を 10 分間行った。 

(1) 発煙方法 

 煙発生装置から 30L/min で煙を発生し、図 4.20 に示す 2種類の発散源（発煙ノズル、発

煙 BOX）から煙を発生させた。2種類の発散源の寸法を表 4.1 に示す。 
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表 4.1 発散源の寸法 
発散源の種類 発散源の寸法 
発煙ノズル 高さ：130mm、内径：35mm 
発煙 BOX 上面：φ2.0mm×ピッチ 3.5mm のパンチング板 

縦：200mm、横：300mm、高さ：100mm 

 

   
図 4.20 煙の発散源（左：発煙ノズル、右：発煙 BOX） 

 

(2) 発散源の位置 

発煙ノズルは、フード開口面から中心線上(図 4.21 の A-Line 上)をフード高さの 1 倍、

1.5 倍、2 倍離れた位置とその位置からフード端にずれた位置(B-Line 上)とした。ただし、

フード 2 を用いた時にはファンの性能上限を超えたため、開口面からフード高さの 1 倍、

1.5 倍離れた位置のみの測定とした。発煙ノズルの位置を図 4.21 に青色の丸印で示す。 

 

0 300 450 600 (mm)

225

A-Line

B-Line
 

0 500 750 (mm)

225

A-Line

B-Line
 

図 4.21 発散源の位置（左：フード 1、右：フード 2） 

 

 発煙 BOX は図 4.21 の A-Line 上のみの測定とし、発煙 BOX のフード開口面から遠い方の

縁の中心が、フード開口面からフード高さの 1 倍、1.5 倍、2 倍離れた A-Line 上の点にな

るよう設置した。フード 1 を用い、フード開口面から 300mm 離れた位置に設置した時の様

子を図 4.22 に示す。 

(3) 捕捉点風速の測定 

 捕捉点風速は微風速計を用い、30 秒間の平均値を測定結果として用いた。なお、捕捉点

の高さは発煙ノズル（高さ 13cm）の上部から高さ 2cm 離れた点とした。捕捉点風速の測定

点を図 4.23 に示す。 
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0 300 (mm)

225

A-Line

200

300

  
 図 4.22 発煙 BOX の位置 図 4.23 捕捉点風速の測定点 

 

(4) 漏洩およびばく露濃度の測定点 

 煙発生装置で煙を発生した時にフードで捕集しきれず周囲へ拡散した漏洩濃度およびマ

ネキンの呼吸域にあたるばく露濃度の測定をした。濃度測定点を図 4.24 および図 4.25 に

それぞれ示す。フードからの漏洩濃度測定を目的としてデジタル粉じん計 LD-5 をフード周

囲の 3 点（測定点①～③）に設置し、フードに吸引されずにマネキン周囲に漏洩した濃度

測定を目的としてデジタル粉じん計 LD-6N を作業台横（測定点④）に 1 点、マネキンの腰

の位置に左右 1 点ずつ（測定点⑤、⑥）、呼吸域（作業台上から高さ 500mm）に 1 点（測定

点⑦）設置した。  

捕捉点 

BOX 

2cm 
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(30cm×50cm)

(50cm×50cm)

15cm

25cm

25cm

25cm

①

②

③

①

②

③ ⑤⑥

⑦

 
図 4.24 濃度測定点 

50

50

フード

①

② ⑦

⑥
③

④

box

500

100

manikin

⑤

100

L

L/2

作業台

 
図 4.25 測定点の位置 

なお、デジタル粉じん計で測定したカウント値を質量濃度に変換するための質量濃度変

換係数(K 値)を事前に求めた結果、平均（n=3）で 1.64×10-4 mg/m3/cpm であった。 

 

4.3.3 漏えい濃度の判定基準値 1)2) 

作業環境管理では環境測定を行う際に管理濃度を基準として評価を行なっている。粉じ

んの管理濃度 E(mg/m3)は式(4.1)の算出式を用いて求める。ただし、Q は遊離ケイ酸含有率

(％)である。 

E(mg/m3)=         (4.1) 

 

本実験で用いた煙の遊離ケイ酸の含有率は 0 %であるため、管理濃度は 3.0 mg/m3である。 

ここで、管理濃度の 1/10 以下にまで濃度が薄まれば有害物質の作業者への健康影響は非

常に少なくなると一般に言われており、本実験では管理濃度の 1/10 の濃度である 0.3 mg/m3

以下に濃度を抑えればよいと考えられる。しかし、本実験においてはこの基準値よりも厳

しい、0.15 mg/m3を漏えい判定の基準値とした。この値は、たばこの煙に対して定められた

基準値であり、職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会の報

告書 2)において、喫煙場所における分煙効果の判定基準として、デジタル粉じん計を用いて

測定した時間平均浮遊粉じんの濃度が 0.15 mg/m3 以下に保たれていることが定められてい
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る。本実験ではこの基準値の濃度を超えていなければ、十分に発生した煙を捕捉できてい

ると考えた。 

 

4.3.4 発煙ノズルを用いた時の実験結果 

まず、各フードからの各排風量における捕捉点風速（マネキンが無い時と有る時）の測

定結果を表 4.2（フード１）及び表 4.3（フード２）にそれぞれ示す。 

ここで、理論値は Dalla Valle の式(4.2）に各測定時の排風量 Q(m3/min)、発煙ノズルの

開口面からの距離 X(m)、フードの開口面の面積 A(m2)を代入して算出した。 

  Q=60×V×(5X2+W×L) 式(4.2) 

Q:排風量(m3/min)、V:捕捉点風速(m/s)、X:開口面からの距離(m) 

W:フード開口面の幅(m) 、L:フード開口面の高さ(m)  

 
表 4.2 捕捉点風速（フード 1） 

フード開口面 
からの距離 m 

排風量 
m3/min 

理論値 
m/s 

風速 m/s 
（マネキン無し） 

風速 m/s 
（マネキン有り） 

0.30 1.0 0.03 0.03 0.01 
2.0 0.06 0.06 0.04 
3.2 0.09 0.21 0.04 

0.45 7.0 0.10 0.13 0.05 
10 0.14 0.14 0.10 
15 0.21 0.24 0.11 

0.60 10 0.09 0.13 0.04 
15 0.13 0.15 0.10 
20 0.17 0.20 0.17 

 
表 4.3 捕捉点風速（フード 2） 

フード開口面 
からの距離 m 

排風量 
m3/min 

理論値 
m/s 

風速 m/s 
（マネキン無し） 

風速 m/s 
（マネキン有り） 

0.50 10 0.11 0.07 0.13 

15 0.17 0.12 0.21 

20 0.22 0.18 0.28 
0.75 25 0.14 0.13 0.16 

30 0.16 0.15 0.22 

35 0.19 0.20 0.28 

40 0.22 0.21 0.28 
 

表 4.2 及び表 4.3 の結果を図 4.26 に示す。図 4.26 中の青線は実測値が理論値と一致す

る時を表す。図 4.26 の横軸は理論値を表し縦軸は実測値を表している。 
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図 4.26 捕捉点風速の実測値と理論値 

図 4.26 のように、マネキンが無い時には理論値よりも速くなる傾向があり、マネキンが

有る時は理論値より遅くなる傾向にあった。これは、マネキンが有ることで、直接フード

に向かっていたマネキン背後からの気流がマネキンの胴体に衝突し、胴体を沿ってフード

に方向に向かう流れに変わったためと考えられる。 

この結果から、制御風速を満たすようにファンを稼働しても、実際にフード前方で作業

者が作業をする時には捕捉点風速は制御風速より下がる傾向にあると考えられた。このた

め、作業場で制御風速を満たしているか否かを測定する際には、作業者がフード前方にい

る状態の捕捉点風速も同時に測定することは重要である。 

次に、発煙ノズルから煙を発生した時の漏洩濃度およびばく露濃度の結果を表 4.4 およ

び表 4.5 に示す。 

表 4.4 質量濃度結果（フード 1） 

位置 m 
排風量 
(m3/min) 

測定点 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

0.3 

A-Line 
1.00 0.003 0.009 0.215 0.000 0.004 2.014 2.744 
2.00 0.002 0.002 0.002 0.000 0.004 0.003 0.388 
3.20 0.002 0.002 0.002 0.000 0.004 0.003 0.017 

B-Line 
1.00 0.066 0.679 0.194 0.000 0.004 1.396 15.979 
2.00 0.002 0.165 0.002 0.000 0.004 0.003 4.716 
3.20 0.002 0.002 0.002 0.000 0.004 0.003 0.000 

0.45 

A-Line 
6.96 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 6.958 
10.04 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.271 
14.88 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

B-Line 
6.96 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.099 
10.04 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.000 
14.88 0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.000 

0.6 

A-Line 
9.69 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.003 18.159 
15.27 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.003 7.477 
20.04 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.003 0.128 

B-Line 
9.69 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.256 
15.27 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 
20.04 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 
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表 4.5 質量濃度結果（フード 2） 

位置 m 
排風量 
(m3/min) 

測定点 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

0.5 

A-Line 
9.20 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 14.217 
14.09 0.002 0.002 0.002 0.004 0.003 0.002 4.463 
19.13 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.028 

B-Line 
9.20 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.614 
14.09 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.336 
19.13 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 

0.75 

A-Line 

24.99 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 14.233 
30.02 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 16.006 
35.23 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 12.667 
40.24 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 3.173 

B-line 

24.99 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.004 
30.02 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 
35.23 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.002 0.000 
40.24 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

 

表 4.4 及び表 4.5 より、A-Line 上で発煙ノズルから煙を発生した時にはフード周囲の漏

洩は見られず、主にマネキンの呼吸域にあたる点（測定点⑦）においてばく露がみられた。

また、B-Line 上で発煙ノズルから煙を発生した時にも、フード 1、フード 2 ともに主にば

く露濃度が高くなった。 

フード 1を用いて A-Line 上（フード開口面から 0.6m）で発煙ノズルから発煙させた時の

様子を図 4.27～図 4.29 にそれぞれ示す。 

発煙ノズルからは約 0.5m/s で煙を発生させており、排風量が小さい時には煙の発生方向

（上方）への慣性力が優勢となり、図 4.27 のように煙はマネキンの呼吸域の高さまで達し

ていた。排風量を徐々に大きくすると、煙粒子に働く上方への慣性力よりもフードで吸引

する力が強くなり、煙がマネキンの呼吸域まで達することなくフードで捕集されたため、

ばく露濃度が低くなった。 

 
図 4.27 実験の様子（フード 1、排風量 10m3/min、位置 0.6m） 

 

測定点⑦ 
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図 4.28 実験の様子（フード 1、排風量 15m3/min、位置 0.6m） 

 

 
図 4.29 実験の様子（フード 1、排風量 20m3/min、位置 0.6m） 

 

表 4.4 及び表 4.5 より、測定点⑦において主に漏洩が見られた。ここで、作業環境を良

好に保つためには、フードで発生した粉じんを周囲に拡散することなく捕集する必要があ

る。そこで、本測定結果から、ばく露濃度が 0 mg/m3になる時の捕捉点風速および排風量を

求める。まず、捕捉点風速の実測値と測定点⑦で測定した質量濃度の関係を図 4.30 に示す。

図 4.30 では、開口面からの距離ごとに結果のプロットを色分けし、それぞれの結果から最

小二乗法により上に凸となる 2次関数の近似式を算出した。 
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図 4.30 補足点風速と質量濃度の関係 

 

図 4.30 のグラフの近似式より、ばく露濃度が 0 mg/m3となる捕捉点風速（各グラフの x

軸との交点）と開口面からの距離との関係について図 4.31 に示す。 

 
図 4.31 開口面からの距離と捕捉点風速との関係 

 

本実験条件では、捕捉点風速は制御風速 1.0m/s より遅くしても、発生した煙を周囲に拡

散することなくフードで十分捕集できることが分かった。 

また、開口面からの距離(x)と捕捉点風速(y)との関係式はフード 1 の場合は

y=0.46x2+0.0035、フード 2の場合は y=0.26x2+0.11 と近似式で表された。これらの式から、

y=-335x2+21.9 

y=-615x2+16.9 

y=-481x2+14.5 

y=-892x2+9.2 

y=-1690x2+2.9 

y=0.46x2+0.0035 

y=0.26x2+0.11 
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フードの形状や発生源の距離によって捕捉点に必要となる吸引風速は異なり、制御風速と

いう 1つの値だけでフードの捕集性能を評価するのは妥当とは言えない。 

次に、測定点⑦で測定した質量濃度とその時の排風量の関係を図 4.32 に示す。図 4.32

でも、フード開口面からの距離ごとに結果を色分けし、それぞれの結果から最小二乗法に

より上に凸となる 2次関数の近似式を算出した。 

 

 
図 4.32 流量と周囲への漏洩濃度の関係 

 

図 4.32 の各開口面からの距離ごとの近似式を用いて周囲に漏洩する煙の質量濃度が

0(mg/m3)となる時の排風量（各グラフの x軸との交点）を求め、開口面からの距離と必要排

風量の関係を図 4.33 に示す。 

また、制御風速(1.0m/s)を満たす時の開口面からの距離と必要排風量の関係式を Dalla 

Valle の式(4.3)を用いて、フード 1 とフード 2 のそれぞれで求めると、式(4.4)と式(4.5)

が得られる。得られた開口面からの距離と排風量の関係式を併せて図 4.33 に示す。  

 

  Q=60×1.0×(5X2+0.3×0.5) =300 X2+9 式(4.3) 

 

 

  Q=60×1.0×(5X2+0.5×0.5) =300 X2+15 式(4.4) 

 

 

y=-0.14x2+1.9 

y=-0.034x2+6.6 y=-0.034x2+17 

y=-0.025x2+13 

y=-0.011x2+24 
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図 4.33 開口面からの距離と排風量の関係 

 

図 4.33 より制御風速を満たす時の排風量は、本実験で必要となった排風量よりも極めて

大きいことが分かる。これは図 4.31 で実験結果から求めた、捕捉点風速と制御風速(1.0m/s)

との速さの差が排風量の大きさに影響しているためである。  

例えば、捕捉点風速が1.0m/sの時と0.9m/sの時のフード1に必要となる排風量を式(4.5)

を用いて算出してみる。発散源の位置が開口面から 0.45m の場合には、式(4.6)及び式(4.7)

のように必要排風量はそれぞれ 70m3/min、63m3/min となり、捕捉点風速を 0.1m/s 下げるだ

けで約 7m3/min の排風量を削減できることが分かる。 

 

  Q=60×1.0×{5×(0.45)2+0.3×0.5} =70 式(4.5) 

 

  Q=60×0.9×{5×(0.45)2+0.3×0.5} =63 式(4.6) 

 

ここで、式(4.1)において発散源の開口面との距離を0.45mとし、フード1（L:0.3m、W:0.5m）

を用いた時の排風量（Q m3/min）と捕捉点風速（V m/s）との関係式は式(4.7)のようになる。 

 

  Q＝60×V×{5×(0.45)2+0.3×0.5}＝69.75V 式(4.7) 

 

ここで、捕捉点風速を制御風速（1.0 m/s）にした時には排風量は 70 m3/min 必要となる

が、制御風速から⊿Vだけ遅くした場合に削減される排風量（⊿Q）は式(4.7)を用いて、式

y=71x2-1.8 

y=75x2+3.4 
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(4.8)で表される。 

 

  ⊿Q＝69.75⊿V 式(4.8) 

式(4.8)を図 4.34 に示す。 

 
図 4.34 風速変化とそれに伴う排風量の削減量の関係 

 

Dalla Valle の式をもとにして考えると、上記の図のように捕捉点風速を 0.01m/s 遅くす

るごとに必要排風量は約 0.7m3/min ずつ削減できることが分かる。ここで、さらに一般的な

場合について考える。フードの捕集できる有効範囲はフード高さ(L)の 1.5 倍以内であるこ

とから、X=1.5L の場合において考える。 

 

捕捉点風速 V を制御風速(1.0 m/s)から⊿V だけ遅くした時に削減される排風量⊿Q は式

(4.9)で表される。 

  ⊿Q=60×⊿V×{5×(1.5L)2+L×W} 

   =60×⊿V×{11.25L2+L×W} 式(4.9) 

開口面からの距離：X=1.5L (m)、フード高さ：L(m)、フード幅：W(m) 

 

ここで、長方形型フードの場合、短辺は長辺の 0.2 倍より大きいことが定められている

ため、Lは式(4.10)の範囲となる。 

  L>0.2W 式(4.10) 

 

さらに、一般的なフードは横長に設置することを考慮し、フードの高さ（L）は幅の長さ

（W）よりも短い条件（L≦W）を加えると Lの範囲として式(4.11)が得られる。 

  W≧L＞0.2W 式(4.11) 

 

式(4.11)の L の範囲で排風量の削減量（⊿Q）の範囲を求めると、その範囲は式(4.12)の

ようになる。 

排風量の削減量 
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 60×⊿V×{11.25W2+W×W} 

≧⊿Q>60×⊿V×{11.25×(0.2W)2+0.2 W2} 

⇔ 60×⊿V×12.25W2≧ ⊿Q > 60×⊿V×0.65W2 

⇔     735W2⊿V≧⊿Q＞39W2⊿V 式(4.12) 

 

式(4.12)を用いて、W=0.5、W=1.0 の時に削減できる排風量の範囲は式(4.13)、式(4.14)

となり、図 4.35 に示す。 

  184⊿V≧⊿Q＞9.75⊿V 式(4.13) 

  735⊿V≧⊿Q＞39⊿V 式(4.14) 

 

 

図 4.35 風速変化とそれに伴う排風量の削減量の範囲 

 

捕捉点風速が制御風速から⊿V だけ遅くした時には図 4.35 のグラフの範囲で排風量を削

減できることが分かる。 

例えば、図 4.35 において、W=1.0 の時、捕捉点風速を 1.0 m/s からわずか 0.02 m/s 下げ、

0.98 m/s にするだけでも排風量はフード開口面の寸法にもよるが、緑色で色付けした範囲

から、最小で 0.78 m3/min、最大で 14.7 m3/min の削減ができることが分かる。 

 

W=0.5 

⊿V=0.02m/s の時 
削減できる範囲 

W=1.0 
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4.3.5 発煙 BOX を用いた時の実験結果 

発煙 BOX を設置した時の各濃度測定点での測定結果を表 4.6 及び表 4.7 に示す。 

 
表 4.6 質量濃度結果（フード 1） 

位置 m 
排風量 
(m3/min) 

測定点 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
0.30 1.10 0.047 0.002 0.002 0.000 3.280 3.697 0.001 

2.00 0.002 0.002 0.002 0.000 0.005 0.003 0.001 

0.45 3.15 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.687 0.000 

4.09 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

5.03 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

6.96 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

0.60 5.05 0.001 0.001 0.001 0.002 1.606 3.648 0.000 

6.94 0.001 0.001 0.001 0.003 0.017 1.625 0.000 

10.03 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.000 

14.88 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

 
表 4.7 質量濃度結果（フード 2） 

位置 m 
排風量 
(m3/min) 

測定点 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
0.50 4.99 0.001 0.001 0.001 0.003 0.402 3.170 0.002 

6.96 0.001 0.001 0.001 0.003 0.006 0.128 0.000 

9.63 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

14.90 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

0.75 6.99 0.001 0.001 0.001 0.003 0.010 5.052 0.000 

10.03 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 1.096 0.003 

14.90 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 1.632 0.000 

19.94 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.000 

1.00 15.00 0.001 0.001 0.001 0.000 1.421 2.253 0.000 

19.94 0.001 0.001 0.001 0.003 0.033 0.481 0.000 

24.85 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.000 

30.03 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 0.000 

 

表 4.6 及び表 4.7 より、発煙ノズルの場合に比べ緩やかに煙を発煙 BOX から発生した場

合には測定点⑦でばく露は見られず、マネキンの腰の部分にあたる位置（測定点⑤、⑥）

において漏洩が見られた。目視では、発生した煙がフード方向への気流に乗りきれずマネ

キンの方(測定点⑤、⑥)に漏洩しているのが確認できた。また、フード周囲では漏洩は見

られなかった。フード 1を用いて、開口面から 450mm 離れた A-Line 上に発煙 BOX を設置し

て発煙した時の様子を図 4.36 に示す。 

 



69 

   

図 4.36 実験の様子（左：全体図、右：測定点⑤に漏洩している時の様子、フード 1、 
排風量 3m3/min、位置 450mm） 

ここで、表の結果から測定点⑥で主に漏洩が見られたため、測定点⑥で測定した質量濃

度と排風量の関係を図 4.37 に示す。 

 
図 4.37 排風量と質量濃度の関係 

 

図 4.37 の各開口面からの距離ごとの近似式に周囲に漏洩する煙の質量濃度が 0 mg/m3と

なる時の排風量を求め、開口面からの距離と必要排風量の関係を図 4.38 に示す。 

また、式(4.3)と式(4.4)で得られたフード 1 とフード 2 の制御風速を満たす時の開口面

からの距離と排風量の関係式を併せて図 4.38 に示す。  
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図 4.38 開口面からの距離とは必要排風量 

 

 図 4.38 より、発煙ノズルを用いた時と同様に制御風速から求めた排風量は本実験で求め

た排風量よりも大きかった。また、発煙ノズルと比べて緩やかに煙を発生させた時には必

要排風量は発煙ノズルの時より少なくても漏洩およびばく露を防げた。 

 

4.3.6 総括 

(1) マネキンの有無による捕捉点風速について 

捕捉点風速はマネキンが無い時と有る時で差が生じ、マネキンがある方が捕捉点風速は

遅くなった。また Dalla Valle の式により算出した理論値よりもマネキンが無い時は風速

が速くなり、有る場合は風速が遅くなる傾向にあることが明らかになった。 

この結果から、実際にフード前方で作業者が作業をする時には捕捉点風速は下がる傾向

にあると考えられる。このため、作業場で制御風速を満たしているか否かを測定する際に

は、作業者がフード前方にいる状態の捕捉点風速も同時に測定することは重要であると考

えた。 

(2) 必要排風量について 

発煙ノズルを用いた場合には、主にばく露濃度が高くなった。また、制御風速よりも遅

い風速で発生した煙を捕集でき、開口面からの距離 x(m)と必要排風量 y(m3/min)の関係はフ

ード 1の場合は y=70x2-1.8、フード 2の場合は y=75x2+3.4 と近似式で表された。 

発煙 BOX を用いた場合には、発煙ノズルよりも発生速度が緩やかであったため、ばく露

は見られず、作業者に見立てたマネキンの腰の部分の方で主に漏洩が見られた。また、フ

ード周囲では漏洩は見られなかった。発煙ノズルの時と同様に、捕捉点風速は制御風速よ

y=22x2+3.6 
y=29x2-1.1 
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り遅い場合であっても発生した煙を十分に捕集でき、開口面からの距離 x (m)と必要排風量

y(m3/min)の関係式はフード1の場合はy=29x2-1.1フード2の場合はy=22x2+3.6と近似式で

表された。 

このように、フードの形状や煙の発生速度によって必要排風量は異なることが分かった。 

(3) 制御風速について 

本実験条件では、制御風速以下で発散源を捕捉できた。また、発散源の発生量、フード

の開口面積、発散源のフード開口面からの距離によって、漏洩およびばく露を防ぐために

必要となる捕捉点風速は異なることが分かった。これらのことから、現在はフードの吸引

性能を制御風速（外付け式フードの場合は 1.0 m/s）で評価しているが、作業環境が良好で、

発散源の発生量および発生速度が小さければ、制御風速より遅くても十分に発生した煙を

捕捉できる。 

さらに、捕捉点風速を 0.1m/s 下げるだけで排風量は大きく削減できることが Dalla Valle

の式より明らかになった。これは、少ないエネルギーで発散源を速やかに捕捉することが

作業環境を良好に保つ上で必要とされる中、制御風速より遅い風速であっても作業環境を

良好に保つことができる作業場では、エネルギーコスト、CO2排出量の削減も期待できる。 

 

参考文献 

1) 職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会の報告書 

2) 社団法人 日本作業環境測定協会：作業環境測定ガイドブック 鉱物性粉じん関係、

2005、p48～p61、p72 
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4.4 屋内排気型フードを用いた外乱気流の影響に関する実験 

4.4.1 屋内排気型フード 

屋内排気型フードを作製した。作製した屋内排気型フードの外観を図 4.39 に示す。開口

面のサイズは高さ 300mm×幅 500mm であり、遠心ファン（山洋電気株式会社製 SanAce C175）

を 2つ内蔵し、ファンの前には金属フィルター（布引製作所社製）と 0.3μmを 99.97%捕集

できる HEPA フィルター（Panasonic 社製 AIR FILTER）を挿入した。排風量はファンコン

トローラーで調節が可能である。 

図 4.39 屋内排気型フードの外観（左：全面、中央：側面、左：背面） 

現場適応性を考慮し、より軽量で、かつ少ない排風量で排気できるよう、フード 2 の形

状(サイズ：高さ 300mm×幅 500mm)を採用した。ファンは 24V の直流電源により交流電源よ

りも消費電力が低く、薄型で軽量な遠心ファンを採用した。5章の結果から、最大排風量は

約6m3/min必要となり、この時の開口面風速は排風量をフード開口面積で除すると約0.7m/s

となる。２章の圧力損失の測定結果より、面速 0.8m/s の時のフィルター全体（金属メッシ

ュフィルター10 枚と HEPA フィルターの合計）の圧力損失は約 200Pa であり、集じんした粉

じんがフィルターに堆積し、圧力損失がそれ以上に高くなることを想定し、遠心ファン（山

洋電気株式会社製）を 2台内蔵した。 

 

4.4.2 開口面からの距離と吸引風速の関係 

(1) 実験目的 

フード前方にマネキンが無い時と有る時で捕捉点風速に変化が生じていた。そこで、作

製した屋内排気型フードについても同様にフード前方の風速を測定し、マネキンの有無で

捕捉点風速に変化があるかを検証した。また、発散源の発煙 BOX が無い時と有る時につい

ても同様に捕捉点風速に変化があるかどうかを検証した。 

(2) 測定方法 

フード開口面中央の線上 6 点（開口面から 5cm、15cm、22.5cm、25cm、35cm、45cm 離れ

た点）において、フード方向への吸引風速を多点風速計（日本カノマックス株式会社製 

Model 1560）で測定した。測定条件を表 4.8 に、風速測定状況を図 4.40 に示す。 

 

フィルター 
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表 4.8 風速測定条件 

フード前方の風速測定点 
（開口面からの距離） 

5 cm、15 cm、22.5 cm、25 cm、35 cm、45 cm 

設置条件 ①マネキン無し、発煙 BOX 無し 
②マネキン無し、発煙 BOX 有り 
③マネキン有り、発煙 BOX 無し 
④マネキン有り、発煙 BOX 有り 

排風量 3 m3/min、4 m3/min、5 m3/min、6 m3/min 
測定時間 3 min 

 

 
図 4.40 フード前方の風速測定点 

（マネキン有り、発煙 BOX 無しの状態） 

(3) 実験結果 

排風量ごとに設置条件①～設置条件④の風速測定結果を図4.41～図4.44にそれぞれ示す。 

 
図 4.41 フード前方の風速（排風量 3m3/min） 

45cm 

フード
開口面 

マネキン 

吸引風速 風速測定点 
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図 4.42 フード前方の風速（排風量 4m3/min） 

 
図 4.43 フード前方の風速（排風量 5m3/min） 

 
図 4.44 フード前方の風速（排風量 6m3/min） 

図 4.41～図 4.44 より排風量ごとに、フード開口面から離れるほど吸引風速は遅くなるこ

とが確認できた。ここで、図 4.41～図 4.44 の捕捉点風速について図 4.45 にまとめる。 
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図 4.45 捕捉点風速 

図 4.45 より、マネキンと発煙 BOX の有無によって捕捉点風速の大きさは異なった。測定

状況②（マネキン無し、発煙 BOX 有り）の時の捕捉点風速は理論値よりも速くなり、測定

状況④（マネキン有り、発煙 BOX 有り）の時の捕捉点風速は理論値よりも遅くなった。測

定状況③以外の捕捉点風速はほとんど同じ風速であった。 

 

(4) 考察 

外付け式フードの吸引風速は距離の二乗に反比例して急激に減衰すると言われており、

本実験結果からも図4.41～図4.44よりフードへの吸引気流はフードから遠ざかると減衰し

ていた。 

マネキンが無い時と有る時では捕捉点風速が異なった。本実験結果においてもマネキン

の有無で捕捉点風速は異なり、マネキンが無い時に比べ、有る時の方が捕捉点風速は遅く

なる傾向にあった。また、マネキンが無く、発煙 BOX が有る場合は Dalla Valle の式によ

り算出した理論値よりも速くなり、マネキンが有り、発煙 BOX が有る場合には理論値より

も遅くなった。これは、マネキンが有ることでフードに向かう吸引気流が乱されたためと

考えられる。ただし、本測定範囲においては、測定状況③以外の捕捉点風速はほとんど同

じ風速であった。 

実際の現場で必要となる捕捉点風速を想定し、今後の実験ではマネキン有り、発煙 BOX 有

りの状態の捕捉点風速を制御風速と比べる。 

 

4.4.3 漏洩およびばく露濃度測定実験 

4.4.3.1 実験目的 

屋内排気型フードを実際に用いた時に、①排気濃度は低濃度に抑えられるか、②制御風

速以下の吸引風速であっても発煙した煙を捕捉できるか、この 2 点を検証することを目的

とする。なお、制御風速は外乱気流が有る状態を考慮して設定されていることから、本実
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験では外乱気流が無い場合と有る場合で測定を行っ

た。 

4.4.3.2 実験装置 

作業台上に屋内排気型フードを設置し、作業者に見

立てたマネキン（サイズ:肩幅 430mm、身長 1800mm）

の口元付近が作業台上から 500mm の高さになるよう

に設置した。発生源には前項で用いた発煙 BOX（サイ

ズ：縦 200mm×横 300mm×高さ 100mm）を、フード開

口面から 450mm 離れた作業台上に置き、煙発生装置

（日本カノマックス株式会社製 Model8304）からの

煙を発煙 BOX 上面から 30L/min で発煙した。実験外観

図を図 4.46 に示す。 

事前に前項で得られた漏洩濃度実験結果を参考にし、本実験ではフードからの排風量を

3m3/min、4m3/min、5m3/min、6 m3/min の 4 条件とした。各排風量に対して、フードからの

吸引風速が遅ければ、発煙 BOX から発生した煙は周囲に漏洩し、吸引気流が速ければ漏洩

を防げると考えられる。 

 

 
図 4.46 実験装置の外観図 

4.4.3.3 漏洩およびばく露濃度の測定点 

測定点の位置を図 4.47 に示す。漏洩濃度とばく露濃度の測定点は、フード開口面の周囲

（測定点①～測定点③）、フィルター通過後（測定点④）、作業者に見立てたマネキン周辺

の漏洩濃度（測定点⑤、測定点⑥）および呼吸域のばく露濃度（測定点⑦）とし、濃度測

定にはデジタル粉じん計 LD-6N を用いた。ここで、漏洩濃度およびばく露濃度に対して、

その判定基準値は前項と同様に 0.15mg/m3とした。 

なお、予備実験として発生した煙粒子の質量濃度変換係数 K 値を求める実験を行った結

500 mm 

測定点 

発煙 BOX 
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果、平均（n=3）で質量濃度変換係数 K 値は 1.64×10-4 mg/m3/cpm であった。                        

図 4.47 測定点の位置 

4.4.3.4 外乱気流の影響について 

(1）気流条件 

実際の作業場では、窓やドアが開いている場合に外から外乱気流が入ってくる。このた

め、本実験では気流をマネキンの周囲 5 方向（前方、斜め前方、横、斜め後方、後方）か

ら発生させ、それぞれの外乱気流が有る状況において、発生させた煙をフードで捕集でき

る捕捉点風速を測定した。なお外乱気流はプッシュフードを用いた。 

外乱気流の大きさの目安は沼野によると、窓を閉めた時の屋内気流を 0.25m/s、ラジエー

ターやオープン炉などからの対流による気流を 0.15～0.40m/s としている 1)。これらの値を

参考にし、気流の風速は 4通り（0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s、0.5m/s）とした。 

まず、マネキンの横から気流を発生させた時のプッシュフードの位置を図 4.48 に示す。

事前に、プッシュフードだけを稼働した時に、微風速計を用いて図4.49に示した3点(点A、

点 B、点 C)の 3分間の風速平均値を測定し、設定風速になっていることを確認 図 4.48 

した。 プッシュフードの設置位置 

 

 
図 4.49 プッシュフードからの横風の風速測定点 

また、マネキンの前方、斜め前方、斜め後方、後方から気流を発生させた時のプッシュ

フードの位置は横風を発生させた時の位置を基準に、フード開口面と発散源との中央の位

置を中心点として、±45 度、±90 度ずらした位置とした。この時のプッシュフードの設置

状況を図 4.50 に示す。なお、プッシュフードからの気流の大きさは 0.2m/s～0.6m/s とし

た。 
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図 4.50 プッシュフードの位置 

(2）実験結果および考察 

a) 外乱気流が無い場合 

まず、各排風量でフードを稼働した時の捕捉点風速の測定結果を表 4.9 に示す。これは、

多点風速計によって得られた値を用いている。 

表 4.9 排風量ごとの捕捉点風速 
排風量(m3/min) 3 4 5 6 
捕捉点風速(m/s) 0.03 0.05 0.06 0.08 

表 4.9 より、排風量 6m3/min 以下で漏洩およびばく露を防げれば、制御風速以下の吸引風

速で発生した煙を捕捉できると考えられる。 

外乱気流が無い場合の漏洩濃度およびばく露濃度の測定結果を表 4.10 に示す。ただし、

漏洩およびばく露濃度測定は煙発生 30 秒後から開始し、10 分間行った。漏洩判定基準値を

超えた場合は色付けしている。 

表 4.10 質量濃度測定結果（外乱気流なし） 
排風量 
m3/min 

測定点       単位 (mg/m3) 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3 0.010 <0.001 0.402 <0.001 1.202 0.961 0.001 

4 0.011 <0.001 0.006 <0.001 0.001 0.004 <0.001 

5 0.011 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 ＜0.001 <0.001 

6 0.010 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.006 <0.001 

表 4.10 より 3m3/min の時、フード周囲(測定点③)、マネキンの腰の位置（測定点⑤、⑥）

において漏洩があった。4m3/min 以上で漏洩およびばく露を防げた。 

b) 横風 

横風を発生させた実験中は測定点⑥の測定器を横風の下流側（測定点⑥’）に移動した。

これは、目視により、発煙 BOX から発生した煙はプッシュフードからの横風によって横風

の下流側に漏洩していることを確認したためである。 
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横風を発生した時の漏洩濃度およびばく露濃度の測定結果を表 4.11 に示す。 

 
表 4.11 質量濃度測定結果（横風） 

風量 
m3/min 

外乱気流 
m/s 

測定点      単位 (mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥’ ⑦ 

3 

0.2 1.784 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.207 <0.001 

0.3 1.115 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.353 <0.001 

0.4 6.624 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.007 <0.001 

4 

0.2 0.089 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 <0.001 

0.3 0.563 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 <0.001 

0.4 0.599 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 <0.001 

0.5 1.904 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 <0.001 

5 

0.2 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 

0.3 0.016 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 

0.4 0.263 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.035 <0.001 

0.5 0.585 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 

6 

0.2 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 

0.3 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 

0.4 0.222 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.014 <0.001 

0.5 0.320 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 
 

表 4.11 より横風が有る時には主にフード側面の横風の下流側（測定点①）において漏洩

が見られた。また、3m3/min の時には測定点⑥’においても漏洩が見られた。これは、フー

ドで吸引する力が弱かったことから、煙が横風に乗りやすくなり、作業台側方の測定点⑥’

において漏洩が見られたと考えられた。 

横風が 0.3m/s 以下の時は、5m3/min で漏洩を防ぐことができ、その時の捕捉点風速は表

4.9 より 0.06m/s であった。横風が 0.4m/s 以上の時には、6 m3/min よりも大きい排風量が

必要となるが、質量濃度測定結果から、0.4m/s、0.5m/s の横風に対しても制御風速 1.0m/s

より遅い吸引風速で漏洩およびばく露は防げると考えられた。 

測定点①で最も漏洩が見られたため、横風が発生する作業場では、横風の下流側のフー

ド側面で漏洩濃度を監視することで、作業場に適した排風量を設定することができると考

えられた。 

c) 前方からの気流 

 前方からの気流が有る場合の漏洩濃度およびばく露濃度の測定結果を表 4.12 に示す。 
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表 4.12 質量濃度測定結果（前方） 

風量 
m3/min 

外乱気流 
m/s 

測定点      単位 (mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3 

0.2 <0.001 0.002 － <0.001 0.130 0.500 <0.001 

0.3 <0.001 0.003 － <0.001 0.013 0.079 <0.001 

0.4 <0.001 0.007 － <0.001 0.190 0.009 0.003 

0.5 <0.001 0.092 － <0.001 4.191 0.183 0.008 

0.6 <0.001 0.047 － <0.001 1.137 0.075 0.003 

4 

0.2 <0.001 0.002 － <0.001 0.001 0.139 <0.001 

0.3 <0.001 0.003 － <0.001 0.032 0.042 <0.001 

0.4 <0.001 0.005 － <0.001 0.004 0.012 0.002 

0.5 <0.001 0.002 － <0.001 3.598 1.494 0.001 

0.6 0.095 0.002 － <0.001 2.734 0.986 0.001 

5 

0.2 <0.001 0.002 － <0.001 0.001 0.034 <0.001 

0.3 <0.001 0.003 － <0.001 0.001 0.160 <0.001 

0.4 <0.001 0.005 － <0.001 0.004 0.046 0.001 

0.5 0.106 0.002 － <0.001 4.140 6.228 0.003 

0.6 0.148 0.002 － <0.001 2.387 2.223 0.001 

6 

0.2 <0.001 0.002 － <0.001 0.001 0.034 <0.001 

0.3 <0.001 <0.001 － <0.001 0.002 0.087 <0.001 

0.4 <0.001 0.004 － <0.001 0.002 0.062 <0.001 

0.5 <0.001 0.002 － <0.001 4.862 8.575 0.001 

0.6 0.084 0.002 － <0.001 4.634 7.613 0.001 

 

測定状況を図 4.51 に示す。 

 

 
図 4.51 測定状況 

スモークテスターにより気流の流れを確認したところ、屋内排気型フードから排気され

た気流はプッシュフードで跳ね返されているようであった。このイメージ図を図 4.52 に示

す。 
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図 4.52 排気した気流の流れのイメージ図 

 

表 4.12 より発生した煙はフード周囲やマネキンの呼吸域（測定点⑦）ではなくマネキン

の腰の方（測定点⑤、⑥）へ漏洩した。これは、プッシュフードからの気流に加え、プッ

シュフードで跳ね返されて作業台の方へ戻ってきたフードからの排気が影響を及ぼしてい

ると考えられる。 

プッシュフードからの 0.4m/s 以下の気流に対しては、6m3/min で漏洩およびばく露を防

げる結果となった。0.5m/s 以上の気流に対しては漏洩濃度が高くなったことから対策が必

要と考えられる。また、屋内排気ならではの考慮すべき点として排気側に壁が有ることで

壁に跳ね返った気流が発散源の漏洩に影響を与えることが考えられた。つまり、スモーク

テスターによる気流の確認や排気側を壁の近くに向けて設置しないよう注意する必要があ

る。 

d) 斜め前方からの気流 

斜め前方からの気流に対する漏洩およびばく露濃度の測定結果を表 4.13 に示す。 

 

表 4.13 質量濃度測定結果（斜め前方） 

風量 
m3/min 

外乱気流 
m/s 

測定点      単位 (mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3 
0.2 1.217 0.002 <0.001 <0.001 5.528 0.056 0.001 

0.3 4.730 0.002 <0.001 <0.001 0.767 0.003 0.001 

4 
0.2 0.045 0.002 <0.001 <0.001 0.046 <0.001 0.001 

0.3 0.571 0.002 <0.001 <0.001 0.325 0.004 <0.001 

5 
0.2 0.092 0.002 <0.001 <0.001 0.644 0.001 0.001 

0.3 1.739 0.002 <0.001 <0.001 0.274 <0.001 <0.001 

6 

0.2 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.027 0.002 0.002 

0.3 2.163 0.002 <0.001 <0.001 0.114 <0.001 <0.001 

0.4 3.788 0.002 <0.001 <0.001 0.173 3.976 0.001 

 

測定状況を図 4.53 に示す。 
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 図 4.53 測定状況（斜め前方） 

 

表 4.13 より、測定点①の漏洩濃度が高かった。 図 4.54 煙の流れのイメージ図 

これは、斜め前方からの気流により、フードへ 

向かう吸引気流が乱され図 4.54 に示すイメージ図のように発生した煙がフード側面（測定

点①）へ漏洩したためと考えられる。プッシュフードからの気流 0.2m/s に対しては 6m3/min

で漏洩およびばく露が防げると考えられた。しかし、0.3m/s 以上の場合にはさらに大きい

排風量が必要であると考えられた。 

e) 斜め後方からの気流 

斜め後方からの気流がある場合の漏洩およびばく露濃度の測定結果を表 4.14 に示す。 

表 4.14 質量濃度測定結果（斜め後方） 
風量 
m3/min 

外乱気流 
m/s 

測定点      単位 (mg/m3) 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3 

0.2 0.001 － － <0.001 0.277 0.005 0.005 
0.3 <0.001 － － <0.001 2.076 0.003 0.008 
0.4 <0.001 － － <0.001 0.226 0.002 0.002 
0.5 3.662 0.003 － <0.001 0.264 － 0.002 
0.6 12.743 0.002 － <0.001 0.003 － 0.002 

4 

0.2 <0.001 － － <0.001 0.126 0.004 0.004 
0.3 <0.001 － － <0.001 1.276 0.003 0.010 
0.4 <0.001 － － <0.001 0.262 0.002 0.002 
0.5 <0.001 0.003 － <0.001 0.077 － 0.002 
0.6 0.092 0.002 － <0.001 0.009 － 0.002 

5 

0.2 <0.001 － － <0.001 0.085 0.004 0.003 
0.3 <0.001 － － <0.001 0.221 0.003 0.006 
0.4 <0.001 － － <0.001 0.247 0.002 0.003 
0.5 0.106 0.002 － <0.001 0.009 － 0.002 
0.6 0.914 0.001 － <0.001 0.011 － 0.002 

6 

0.2 <0.001 － － <0.001 0.002 0.003 0.003 
0.3 <0.001 － － <0.001 0.008 0.003 0.004 
0.4 <0.001 － － <0.001 0.107 0.002 0.002 
0.5 <0.001 0.002 － <0.001 0.033 － 0.002 
0.6 <0.001 0.001 － <0.001 0.007 － 0.002 

 

外乱気流が有る 
時の煙の流れ 

外乱気流が無い 
時の煙の流れ 



84 

測定状況を図 4.55 に示す。 

 
図 4.55 測定状況（斜め後方） 

プッシュフードからの気流の下流側にある測定点①、測定点⑤において漏洩が主に見ら

れた。しかし、ばく露は見られなかった。斜め前方や前方からの気流と比べ、斜め後方か

らの気流は発生した煙の漏洩への影響は小さかった。これは、斜め後方からの気流は発生

した煙を後ろからフード方向へ押し出しており、フード近傍の吸引風速は速いことから、

煙がプッシュフードからの気流で押し出されてもフードで捕捉できたためと考えられる。 

6m3/min であればプッシュフードからの気流 0.2m/s～0.6m/s に対して漏洩およびばく露

を防げる結果となった。 

f) 後方からの気流 

後方からの気流に対する、漏洩およびばく露濃度の測定結果を表 4.15 に示す。 

表 4.15 質量濃度測定結果（後方） 
風量 
m3/min 

外乱気流 
m/s 

測定点      単位 (mg/m3) 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3 

0.2 <0.001 <0.001 0.439 <0.001 6.793 － 0.002 
0.3 <0.001 <0.001 1.197 <0.001 5.685 － 0.003 
0.4 2.468 0.256 0.850 <0.001 1.682 － 0.032 
0.5 3.561 0.834 0.590 <0.001 0.377 － 0.081 
0.6 2.054 1.147 0.490 <0.001 1.077 － 0.125 

4 

0.2 <0.001 <0.001 0.281 <0.001 3.717 － 0.002 
0.3 0.121 0.004 0.762 <0.001 0.516 － 0.003 
0.4 0.445 0.256 0.445 <0.001 0.039 － 0.022 
0.5 0.831 0.223 0.191 <0.001 0.038 － 0.035 
0.6 0.184 0.520 0.213 <0.001 0.157 － 0.439 

5 

0.2 <0.001 <0.001 0.151 <0.001 0.239 － 0.002 
0.3 0.029 0.008 0.391 <0.001 0.147 － 0.003 
0.4 0.078 0.014 0.221 <0.001 0.011 － 0.041 
0.5 0.220 0.159 0.182 <0.001 0.006 － 0.054 
0.6 0.060 0.171 0.146 <0.001 0.021 － 0.319 

6 

0.2 <0.001 <0.001 0.108 <0.001 0.209 － 0.002 
0.3 0.020 0.003 0.164 <0.001 0.008 － 0.003 
0.4 0.009 0.008 0.021 <0.001 0.003 － 0.041 
0.5 0.037 0.017 0.108 <0.001 0.004 － 0.015 
0.6 0.006 0.018 0.073 <0.001 0.005 － 0.080 
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測定状況を図 4.56 に示す。 

 
図 4.56 測定状況（後方） 

表 4.15 の結果から、マネキンの後方からの気流は、ばく露濃度に影響があった。マネキ

ン背後からの気流は、マネキンの前方で呼吸域の方へと上昇し、発生した煙の一部が測定

点⑦へ達したと考えられた。6m3/min の時にプッシュフードからの気流 0.2m/s で漏洩が見

られたが、質量濃度測定結果から、制御風速以下で 0.2m/s～0.6m/s の後方からの気流に対

しては漏洩・ばく露を防げる結果となった。 

ここで、プッシュフードにより外乱気流を発生させた時の結果を表 4.16 にまとめる。 

 

表 4.16 結果のまとめ 
外乱気流 
の種類 

漏洩が 
見られた測定点 

排風量 6m3/min で 
防げた外乱気流 

測定点の位置 

横風 測定点① 0.2m/s～0.3m/s 

 

前方 測定点⑤ 
測定点⑥ 

0.2m/s～0.4m/s 

斜め前方 測定点① 
測定点⑤ 

0.2m/s 

斜め後方 測定点① 
測定点⑤ 

0.2～0.6m/s 

後方 測定点①～③ 
測定点⑤ 
測定点⑦ 

0.2～0.6m/s 

 

斜め前方および前方からの気流が有る場合においては、特に漏洩濃度が高くなった。こ

のような気流が有る場合には、フランジを付けることで外乱気流の影響を抑えることがで

きる。 

4.4.3.5 作業台周囲の人の移動による影響について 

(1）移動する位置 

 作業台周囲を人が移動することで突発的に発生する外乱気流に着目した。作業場周囲を

実験者が移動する箇所を図 4.57 及び図 4.58 に示す。図 4.57 及び図 4.58 のように方角を

設定し、マネキンの側方を移動する場合（東方向、西方向）、作業台に向かい Uターンをす
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る場合、マネキンの背後を移動する場合（南方向、北方向）の合計 6 通りとした。なお、

東方向、西方向ではフード側方から 750mm、1000mm の 2 通り離れて移動した。移動距離は

いずれの場合も 6000mm としている。 

 この実験者は事前に実験室内で 10m の距離を歩行し、その速さを測定した結果、10 回の

測定で平均 1.63m/s、最大値 1.73m/s、最小値 1.54m/s、標準偏差 0.054 であった。1980 年

の国際交通安全学会 112 プロジェクトチームの調査によると東京における平均歩行速度は

1.56m/s であるため 2)、本実験の歩行速度は妥当であると考えられる。 

 

 
図 4.57 移動した位置 

 

 
図 4.58 移動した位置 

 

(2）気流の測定 

ファンを稼働してない時（排風量 0m3/min）に 6通りの移動をした場合、作業台上の風速

がどのように変化するかを多点風速計を用いて測定した。風速測定点は外付け式フード開
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口面からの距離に応じて定め、具体的には図 4.59 の側面図に示した点 a（開口面からの距

離 x=50mm）、点 b（x=150mm）、点 c（x=250mm）、点 d（x=350mm）、点 e（x=450mm）の 5 点と

した。測定は 0.1 秒間隔で 1 分間の風速連続測定を 3 回ずつ繰り返した。なお、実験者の

移動は風速測定開始 30 秒後に開始した。風速測定時は発煙せず、マネキン、発煙 BOX を設

置している状態で行った。 

 
図 4.59 フード前方の風速測定点 

 

(3）漏洩濃度およびばく露濃度の測定時間 

発煙 BOX から発煙した時の煙の周囲への漏洩濃度およびばく露濃度の測定を行った。実

験手順は図 4.60 に示した通り、外付け式フードを設定排風量で稼働し、煙発生 30 秒後に

デジタル粉じん計で 3分間測定した。デジタル粉じん計での測定開始 30 秒後に実験者は移

動を開始し、移動開始 60 秒後（測定開始 90 秒後）に 2回目の移動を開始し、さらに 60 秒

後（測定開始 150 秒後）に 3回目の移動を開始した。  

 
図 4.60 測定手順 

(4）実験結果および考察 

a) 東方向および西方向 

フードのファンを稼働していない時に、フード側面から 750mm 離れて、東方向および西

方向に人が移動した時の作業台上の風速変化について、図 4.61 及び図 4.62 に示す。 
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図 4.61 風速変動（東方向：フード側面から 750mm 離れた時） 

 

 
図 4.62 風速変動（西方向：フード側面から 750mm 離れた時） 

 

東方向と西方向で作業台上の風速変化に違いが見られた。東方向に人が移動した場合の

方が西方向よりも風速変化が大きくなり、特に捕捉点（x=450mm）の風速上昇が大きくなっ

た。東方向と西方向で風速の上昇値が異なる理由としては、東方向では実験者の移動で生

じた気流は、作業台上の測定点で測定された一方、西方向ではマネキンの背後からフード

の方へ移動するため実験者の移動により発生した気流はマネキンの背面が盾となりマネキ

ン前方の作業台上での風速変化は東方向よりも小さくなったと考えられた。 

次に、フードのファンを稼働していない時に、フード側面から 1000mm 離れて東方向、西

方向に人が移動した時の作業台上の風速変化について、図 4.63 及び図 4.64 に示す。 



89 

 
図 4.63 風速変動（東方向：フード側面から 1000 mm 離れた時） 

 

 
図 4.64 風速変動（西方向：フード側面から 1000 mm 離れた時） 

 

外付け式フード端から 1000 mm 離れた時には図 4.63 及び図 4.64 より、風速の変動が見

られなかった。つまり、外付け式フード端から 1000 mm 離れることで、外乱気流の影響を

受けにくくなったと考えられる。 

この時の漏洩濃度およびばく露濃度の測定結果を表 4.17 及び表 4.18 に示す。 

 

表 4.17 質量濃度測定結果（フード側面から 750mm 離れた時） 

移動 
排風量 
m3/min 

測定点          単位(mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

東方向 

3 0.001 0.001 0.036 <0.001 0.003 0.955 <0.001 

4 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.003 1.934 <0.001 

5 0.003 0.003 0.003 <0.001 0.004 0.614 0.001 

6 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.008 <0.001 

西方向 

3 0.001 0.001 0.045 <0.001 0.003 1.426 <0.001 

4 0.001 0.001 0.034 <0.001 0.003 0.025 <0.001 

5 <0.001 <0.001 0.029 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

6 <0.001 <0.001 0.019 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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表 4.18 質量濃度測定結果（フード側面から 1000mm 離れた時） 

移動 
排風量 
m3/min 

測定点 単位(mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

東方向 
5 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

6 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 

西方向 
5 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

6 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.040 <0.001 

 

表 4.17 より、漏洩は主に測定点⑥で見られた。これは、外付け式フードへの吸引気流の

方向に逆らって人が移動したことから、人の移動により生じた気流が、発煙 BOX からの煙

の一部を測定点⑥（マネキンの腰の位置）の方へ拡散させたためと考えられる。また、測

定点⑤（移動していない側）の濃度は測定点⑥（移動した側）の濃度よりも低かったこと

から、東方向に移動することによる外乱気流がマネキンを挟んで反対側（測定点⑤）まで

及ぶ影響は小さかったと考えられる。次に西方向において、排風量 4 m3/min～6 m3/min の

時は測定点③（移動した側のフード側面）で最も漏洩濃度が高くなった。これは、外付け

式フードへの吸引気流と同じ方向に人が移動したことから、人の移動により生じた気流が

外付け式フードに向かう煙の一部を測定点③の方へ拡散させたためと考えられる。プッシ

ュフードによりマネキンの斜め後方から発生した一様な外乱気流に比べ、東方向の移動で

発生した気流は突発的かつ乱流であるため、より発生した煙を拡散させたと考えられた。

逆に、西方向の移動では、プッシュフードによる斜め前方からの一様な外乱気流に比べ煙

を漏洩させる影響は小さかった。 

また、図 4.61 及び図 4.62 の風速変化からも東方向の方が西方向よりも作業台上の吸引

風速に与える影響が大きかったと考えられた。以上から、東方向の方が西方向よりも漏洩

に影響を与えやすいと考えられた。  

これに対し、外付け式フード端から 1000mm 離れた東方向、西方向では表 4.18 より、測

定点①～⑦において濃度判定基準値を超えることはなかった。排風量 5m3/min においてフ

ードから 750mm 離れた東方向では測定点⑥で漏洩が見られたが、フードから 1000mm 離れた

東方向では漏洩を防ぐことができた。このことから、人の移動する位置を外付け式フード

から離すことで、人の移動による外乱気流の影響を小さくできることが確認された。 

b) 時計回りおよび反時計回り 

フードのファンを稼働していない時に、時計回りおよび反時計回りに人が移動した時の

作業台上の風速変化について、図 4.65 及び図 4.66 に示す。 
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図 4.65 風速変動（時計回り） 

 
図 4.66 風速変動（反時計回り） 

反時計回りの時は時計回りの時よりも、捕捉点風速が上昇した。時計回りでは、実験者

にとってマネキン方向からフード方向への回転であり、反時計回りでは、時計回りとは逆

で、実験者にとってフード方向からマネキン方向への回転であった。このことから、反時

計回りの方が捕捉点風速の風速変化に影響を与えやすいと考えられる。 

この時の漏洩濃度およびばく露濃度の測定結果を表 4.19 に示す。 

表 4.19 質量濃度測定結果（時計回り、反時計回り） 

移動 
排風量 
m3/min 

測定点 単位(mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

時計回り 

3 0.126 0.015 0.001 <0.001 0.169 1.238 0.003 

4 0.020 0.024 0.001 <0.001 0.006 0.001 0.000 

5 0.052 0.002 0.000 <0.001 0.018 0.000 0.001 

6 0.000 0.001 0.000 <0.001 0.000 0.000 0.000 

反時計回り 

3 0.292 0.001 0.001 <0.001 0.055 0.001 0.203 

4 0.125 0.001 0.001 <0.001 0.002 0.001 0.046 

5 0.065 0.003 0.000 <0.001 0.006 0.000 0.005 

6 0.017 0.001 0.000 <0.001 0.000 0.000 0.081 
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時計回りと反時計回りの時には、4m3/min で漏洩およびばく露を防げた。 

 

c) 南方向および北方向 

フードのファンを稼働していない時に、南方向および北方向に人が移動した時の作業台

上の風速変化について、図 4.67 及び図 4.68 に示す。 

 
図 4.67 風速変動（南方向） 

 
図 4.68 風速変動（北方向） 

図 4.67 及び図 4.68 より、南方向と北方向で作業台上の風速変化に違いが見られた。南

方に人が移動した場合の方が北方向よりも風速変化が大きくなった。この時の漏洩濃度及

びばく露濃度の測定結果を表 4.20 に示す。 

 

表 4.20 質量濃度測定結果（北方向、南方向） 
移動 排風量 

m3/min 
測定点 単位(mg/m3) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
南方向 3 0.062 0.007 0.004 <0.001 2.389 0.168 0.000 

4 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.420 0.001 0.000 

5 0.000 0.000 0.000 <0.001 0.630 0.000 0.000 

6 0.000 0.000 0.000 <0.001 0.229 0.000 0.000 
北方向 3 0.001 0.001 0.030 <0.001 0.855 2.571 0.000 

4 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.181 0.563 0.000 

5 0.000 0.000 0.000 <0.001 0.445 0.252 0.000 

6 0.000 0.000 0.000 <0.001 0.014 0.000 0.000 
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表 4.20 より、マネキンの腰の位置（測定点⑤、測定点⑥）において漏洩が見られた。風

速変化の測定結果の通り、南方向の方が外乱気流による影響が大きかった。 

 

4.4.4 CO2排出量の低減 

本実験で屋内排気型フードを稼働した時の電流値 A、消費電力 W を表 4.21 に示し、そこ

から算出した 1 日(8 時間)の消費電力量 kWh、1 か月の消費電力量 kWh、１カ月の温室効果

ガス排出量も併せて示す。電圧は 100V である。温室効果ガス排出量は東京電力株式会社の

平成 26 年度温室効果ガス排出量係数 0.5kg-CO2/kWh
3)を用いた。 

 

表 4.21 消費電力量および CO2排出量の削減 
排風量 m3/min 3 4 5 6 
捕捉点風速 m/s 0.03 0.05 0.06 0.08 

電流値 A 0.86 1.26 1.87 2.45 
消費電力 W 86 126 187 245 

1 日(8 時間)の消費電力量 kWh 0.7 1.0 1.5 2.0 
1 か月(20 日間)の 
消費電力量 kWh 

13.8 20.2 29.9 39.2 

1 か月の CO2排出量 kg 6.9 10.1 15.0 19.6 

 

表 4.21 のように、6m3/min から 5m3/min に 1m3/min 排風量を少なくするだけでも約 10kWh

の消費電力量の削減ならびに約 5kg の CO2の削減ができることが分かる。今回用いた屋内排

気型フードを制御風速を満たすように稼働すると約 70m3/min 必要となることから、捕捉点

風速を制御風速よりも遅くして排風量を少なくできれば、消費電力ならびに CO2排出量を大

きく削減できる。 

 

4.4.5 粉じんに対する屋内排気の検証実験 

4.4.5.1 実験目的 

煙粒子を、屋内排気型フードで吸引しても集じんフィルター通過後の濃度は非常に低濃

度であった。そこで、煙粒子以外の粉じんに対しても同様に、屋内排気型フードで吸引し、

フィルター通過後の濃度を測定することで、屋内排気型フードの屋内排気の有効性を検証

した。 

4.4.5.2 実験方法 

屋内排気型フードの前方で粉じんを発生し、フードで吸引した時の集じんフィルター通

過後の濃度をデジタル粉じん計 LD-5 で測定した。測定時間は 3分間とした。フィルター通

過後の濃度の測定状況を図 4.69 に示す。なお、屋内排気型フードには、プレフィルターと

して金属メッシュフィルターが 10 枚と HEPA フィルターが内蔵されている。 
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図 4.69 フィルター通過後の濃度測定状況 

 

4.4.5.3 発生粉じん 

(1）マグネシウム 

マグネシウムリボンを燃焼して粉じんを発生させた。図 4.70 のように、7cm に切り取っ

たマグネシウムリボンの先端をバーナーで点火し、酸化マグネシウム粉じんを発生させた。 

 

 
図 4.70 マグネシウムリボン 

(2）砂岩 

砂岩の表面を手持ち式グラインダーで研磨することにより、粉じんを発生させた。研磨

した砂岩を図 4.71 に示し、研磨した時の外観を図 4.72 に示す。 

 

 
図 4.71 研磨した砂岩 

 

研磨部分 

マグネシウムリボン 



95 

 
図 4.72 外観 

 

4.4.5.4 実験結果 

(1）マグネシウム 

 事前に、マグネシウムリボンを燃焼し、発生した粉じんの個数濃度による粒度分布を WPS

で 10 分間測定した。測定結果を図 4.73 に示す。なお、WPS による測定結果は、12ch のそ

れぞれの測定結果の平均値をプロットしている。 

 
図 4.73 マグネシウムリボンを燃焼させたときに発生させた粉じんの 

個数濃度による粒度分布 

 

図 4.73 より、マグネシウムリボンを燃焼したときに発生した粉じんは 220.46 nm～326.12 

nm の範囲にピークが見られた。また、この粉じんを屋内排気型フードで吸引した時のフィ

ルター通過後の粉じん濃度測定結果を表 4.22 に示す。なお、K 値は 0.004 mg/m3/cpm であ

った。 

表 4.22 フィルター通過後の濃度 

 1 回目 2 回目 3 回目 平均値 

フィルター通過後の濃度 (mg/m3) 0.003 0.001 0.001 0.002 

 

(2）砂岩 

砂岩を手持ち式グラインダーで研磨し、発生させた粉じんを屋内排気型フードで吸引し
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た時のフィルター通過後の粉じん濃度測定結果を表 4.23 に示す。なお、K 値は

0.003mg/m3/cpm であった。 

表 4.23 フィルター通過後の濃度 
 1 回目 2 回目 3 回目 平均値 

フィルター通過後の濃度(mg/m3) 0.006 0.005 0.009 0.007 

 

4.4.5.5 考察 

(1)マグネシウムリボンを燃焼した時 

表 4.22 より、屋内排気型フード前方でマグネシウムリボンの燃焼によって、発生した粉

じんのフィルター通過後の濃度は非常に低い濃度であった。WPS により、今回発生させた粉

じんの粒度分布は 220.46 nm～326.12 nm の範囲でピークが見られた。また、金属メッシュ

フィルターは乾式 1μm 以上の粉じん粒子に対して、90～99%以上の除じん効果が実証され

ており、金属メッシュフィルターの後ろに重ねた HEPA フィルターは 0.3μm の粒子に対し

99.97%以上の捕集効率が実証されている。これらのことから、金属メッシュフィルターと

HEPA フィルターにより粉じんを十分に捕集できたと考えられる。 

(2)砂岩を研磨した時 

表 4.23 より、屋内排気型フード前方で砂岩を研磨することによって発生させた粉じんの

フィルター通過後の濃度は、非常に低い濃度であった。砂岩を研磨した時には、破片も飛

び散っており、そういった比較的大きい粒子は金属メッシュフィルターで捕集されていた。

フィルター通過後の濃度が非常に低い濃度であったことから、金属メッシュフィルターと

HEPA フィルターで粉じんを十分に捕集できた。 

 

4.4.6 総括 

(1) 捕捉点風速 

作製した屋内排気型フードを用いて、マネキン、発煙 BOX の有無によって捕捉点風速が

変化するかを検証した。その結果、マネキンが有る時は無い時よりも捕捉点風速が遅くな

った。ただし、測定状況③（マネキン有り、発煙 BOX 無し）を除き、測定状況①（マネキ

ン無し、発煙 BOX 無し）、測定状況②（マネキン無し、発煙 BOX 有り）、測定状況④（マネ

キン有り、発煙 BOX 有り）の時の捕捉点風速の大きさの差は微小であった。 

(2) 外乱気流 

プッシュフードを用いて一様な気流を発生させ、その時の煙の漏洩濃度およびばく露濃

度を測定した。本実験において、制御風速よりも遅い吸引風速であっても漏洩およびばく

露を防げた。ただし、斜め前方と前方からの 0.4m/s 以上の気流に対しては、ついたてを立

てる等の対策をし、外乱気流の影響をなくすことが望ましいと考えられた。 

(3) 人の移動による外乱気流 

作業台周囲を人が歩行した時の煙の漏洩濃度およびばく露濃度を測定した。フード側面
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に沿って移動した場合には移動する向きによって、作業台上に及ぼす影響は異なった。ま

た、フード側面から 1000mm 離れて移動する時は、人の移動により発生する外乱気流が漏洩

およびばく露に及ぼす影響はほとんどなかった。作業台に向かい、反時計回りをして U タ

ーンをする移動では、ばく露濃度が高くなった。ただし、4m3/min 以上で漏洩およびばく露

を防ぐことができた。マネキン背後を移動する時は、主にマネキンの腰の位置において漏

洩が見られた。ただし、制御風速よりも遅い吸引風速で漏洩は防げると考えられた。 

(4) 各種粉じんに対する屋内排気の検証 

マグネシウムリボンを燃焼して発生した粉じんと、砂岩を研磨して発生した粉じんをそ

れぞれ屋内排気型フードで吸引し、集じんフィルター通過後の粉じん濃度を測定した。そ

の結果、集じんフィルター通過後の粉じん濃度は非常に低濃度であり、屋内排気型フード

に内蔵した集じんフィルターで粉じんは十分に捕集されていた。使用したフィルターはプ

レフィルターとして金属メッシュフィルターをメインフィルターとして HEPA フィルターを

使用した。集塵効率の高いフィルターを用いれば、作業環境に影響を与えないくらいの粉

じん濃度に抑えて屋内排気ができ、局所排気装置以外の屋内排気型フードの導入が可能に

なると考えられた。 

 

 

参考文献 

1)沼野雄志：新やさしい局排設計教室、中央労働災害防止協会、2005、p90～p92 

2)国際交通安全学会 112 プロジェクトチーム、地域文化特性と運転行動、1980 

3)東京電力株式会社、http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 
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4.5 粉じん則一部改正のための現場検証調査 

4.5.1 目的 

 4.3 及び 4.4 では、作業環境が良好な場合には、局所排気装置の吸引風速を制御風速より

遅くして稼働しても、作業環境を良好に維持できることが示唆された。このため、実際に

粉じんを取り扱い、第 1 管理区分を維持している作業場で、作業現場に設置されている局

所排気装置の吸引風速を制御風速より遅くした状態で局所排気装置からの粉じんの漏洩濃

度、作業環境測定および作業者の粉じんばく露濃度測定を行い、局所排気装置の吸引風速

を制御風速よりも遅くしても第 1 管理区分が維持できるかどうかの検証を行った。測定対

象現場は、粉じん取扱い作業場で第 1管理区分になっている事業場として、4つの作業現場

（金属研磨作業現場、衛生陶器研磨作業現場、プレート溶接作業現場、ベルト研磨・バフ

研磨作業現場）を選定した。 

4.5.2 測定方法 

 作業に発生する粉じんについて、作業環境測定および作業者の粉じんばく露濃度測定を

作業中に行った。作業環境測定では、慣性衝突式ローボリュームエアサンプラーNW-354 と

デジタル粉じん計 LD-5 を用いて、併行測定および各測定点における相対濃度測定を行った。

粉じんばく露濃度測定では、デジタル粉じん計 LD-6N の検出部を作業者の肩に固定し、操

作部および吸引ポンプを作業者の腰に装着し、作業中の連続測定を行った。 

4.5.3 評価方法 

 作業環境測定基準に従った評価と粉じんばく露濃度と管理濃度との比較での評価を行っ

た。さらに、管理濃度と粉じんばく露濃度の比較だけでなく、10 分間移動平均値の結果も

併せて評価した。つまり、作業時の粉じんばく露濃度が管理濃度を下回った場合でも、発

生する粉じん濃度の時間的変動状況によっては、一時的に粉じんばく露濃度が管理濃度を

超えている場合も想定できるので、このことを考慮し管理濃度と粉じんばく露濃度との比

較だけでなく、10 分間移動平均値の結果も併せて評価した。 

4.5.4 金属研磨作業現場 

4.5.4.1 測定対象作業現場の概要 

 油圧機器と精密機械加工、建機用部品と自動車用等を製作および加工する工場で、測定

は工場内で金属加工に使用するドリル等の修理のために、両頭グラインダー、万能工具研

磨機、研削盤、湿式研磨機により、ドリル等の切削工具を研磨する作業工程において、今

回両頭グラインダーおよび研削盤において切削工具を研磨する作業が継続的に行われた。 

 作業場では、研磨作業に 2 名の作業者が従事していた。設置されている研磨機等には、

局所排気装置が設置されており、連続稼働している。測定対象作業場の概略を図 4.74 に示

す。また、研磨作業の状況を図 4.75 に示す。 
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図 4.74 測定対象作業場の概略 

 

 
図 4.75 研磨作業の作業状況 

 

4.5.4.2 作業環境測定 

 測定対象作業場に、図 4.74 に示す 5測定点（①～⑤）を設定して、作業環境濃度を測定

した。併行測定により求めた質量濃度変換係数 K 値は、0.0040 mg/m3/cpm である。また、

粉じん中の遊離けい酸は 0 %であり、管理濃度は 3.0 mg/m3である。 

 各測定点の測定結果および結果から算出した管理区分を表 4.24 に示す。 
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表 4.24 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 

（mg/m
3

) 

測定点１ 0.07 
測定点２ 0.06 
測定点３ 0.06 
測定点４ 0.13 
測定点５ 0.04 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.07 

幾何標準偏差 σ1 1.53 
幾何標準偏差 σ 2.21 

EA1 0.25 
EA2 0.09 

管理濃度(mg/m3) 3.0 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.24 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

 

4.5.4.3 研磨作業時の作業者の粉じんばく露濃度測定および漏洩濃度測定 

(1）ドリル研削機による研磨作業 

 ドリル研削機による研磨作業を行っている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は 0.058 

mg/m3であった。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.76 に示す。さら

に、10 分間移動平均値の結果を図 4.77 に示す。 

 

 
（★は、意図的に排気装置の排風量を変更したことによる濃度の上昇を示す） 

図 4.76 ドリル研削機による研磨作業時の粉じんばく露濃度の変動状況 
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図 4.77 ドリル研削機による研磨作業時の粉じんばく露濃度の変動状況 

（10 分間移動平均値） 

 

図4.76より短時間ではあるが著しく高濃度の粉じんにばく露されていた。しかし、図4.77

の粉じんばく露濃度の 10 分間移動平均値の変動状況やばく露濃度が 0.058 mg/m3であった

こと、さらに、作業者が意図的に排気装置の排風量を変更したことによる濃度の上昇であ

ったことを考慮すると、この作業は、ばく露濃度の低い作業と考えられる。 

また、この作業場ではドリル研削機に取り付けられているキャノピー式フードにより、

ドリル研磨作業時に発生した粉じんを吸引していた。そこで、研磨作業時にキャノピー式

フードから漏洩して環境中に飛散する粉じんの濃度測定を行った。その時の漏洩粉じん濃

度は、0.17mg/m3であった。また、その時の漏洩粉じん濃度の時間的変動状況を図 4.78 に、

10 分間移動平均値を図 4.79 に示す。 

 
図 4.78 ドリル研削機による研磨作業時の漏洩粉じん濃度の変動状況 

  



101 

 
図 4.79 ドリル研削機による研磨作業時の漏洩粉じん濃度の変動状況 

（10 分間移動平均値） 

 

漏洩粉じん濃度が 0.17 mg/m3 であり、粉じん濃度の変動状況からも、切削用ドリルの刃

を研ぐための作業であり、1本の切削用ドリルにかかる時間も短いため、作業時の漏洩濃度

は著しく低濃度であった。 

(2）グラインダー研削機による研磨作業 

作業場概略図（図 4.74 参照）の測定点④付近の研磨作業では、グラインダー研削機に取

り付けられているフレキシブルダクトにより、研磨作業時に発生した粉じんを吸引してい

た。そこで、研磨作業時にフレキシブルダクトから漏洩して環境中に飛散する粉じんの濃

度測定を行った。その時の漏洩粉じん濃度は、0.21 mg/m3であった。また、その時の漏洩粉

じん濃度の時間的変動状況を図 4.80 に、10 分間移動平均値を図 4.81 に示す。 

 
（★は、作業によるものでなく、機器の付け替えにより、カウントが上昇したことを示す） 

図 4.80 グラインダー研削機による研磨作業時の漏洩粉じん濃度の変動状況 

休憩 
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図 4.81 グラインダー研削機による研磨作業時の漏洩粉じん濃度の変動状況 

(10 分間移動平均値) 

 

図 4.80 より研磨作業を行っている時は、研磨機に取り付けられているフレキシブルダク

トからの粉じんの漏洩が認められた。これは、研磨作業の飛散する粉じんの方向および飛

散の広がり具合と飛散粉じんを吸引するフレキシブルダクトの開口面の位置関係があって

いなかったことに関係していると考えられる。しかし、図 4.81 の粉じんの漏洩濃度の 10

分間移動平均値の変動状況や漏洩粉じん濃度が 0.21 mg/m3 であることから、作業環境を悪

化させるような漏洩濃度ではないと考えられる。 

(3）キャノピー式フードの吸引風速と漏洩濃度の関係 

グラインダーを用いて切削用ドリルの歯を研ぐための作業時に、キャノピー式フードの

吸引風速を通常、半分および 0 にした際の、発散源付近の粉じん漏洩濃度の変動状況を測

定した。その時の研磨作業状況を図 4.82 に示す。また、キャノピー式フード開口面におけ

る吸引風速の測定状況を図 4.83 に示す。ただし、粉じん漏洩濃度はデジタル粉じん計 LD-5

を用いて測定し、その時の質量濃度変換係数 K値は 0.0040mg/m3/cpm である。 

 

 
図 4.82 粉じん漏洩濃度測定時の研磨作業状況 
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図 4.83 キャノピー式フード開口面における吸引風速の測定状況 

 

a) キャノピー式フードを通常の吸引風速で稼働した時 

キャノピー式フードを通常の吸引風速で稼働した時のフード開口面左右の吸引風速を表

4.25 に示す。また、その時の粉じん漏洩濃度の時間的変動状況を図 4.84 に示す。 

 

表 4.25 キャノピー式フードの吸引風速 
測定位置 吸引風速(m/s) 
右側 2.05 
左側 1.71 
平均値 1.88 

 
図 4.84 キャノピー式フードを通常の吸引風速で稼働した時の 

粉じん漏洩濃度の時間的変動状況 

図 4.84 より、キャノピー式フードを通常の吸引風速で稼働した時の粉じん漏洩濃度は著

しく低濃度であった。 

 

測定点 
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b) キャノピー式フードを通常の半分の吸引風速で稼働した時 

キャノピー式フードを通常の半分の吸引風速で稼働した時のフード開口面左右の吸引風

速を表 4.26 に示す。また、その時の粉じん漏洩濃度の時間的変動状況を図 4.85 に示す。 

 

表 4.26 キャノピー式フードの吸引風速 
測定位置 吸引風速(m/s) 
右側 1.51 
左側 1.17 
平均値 1.34 

 

 
図 4.85 キャノピー式フードを通常の半分の吸引風速で稼働した時の 

粉じん漏洩濃度の時間的変動状況 

 

図 4.85 より、キャノピー式フードを通常の吸引風速で稼働した時の粉じん漏洩濃度に比

べて通常の半分の吸引風速で稼働した時の粉じん漏洩濃度の方が高い濃度を示した。しか

し、作業環境を著しく悪化させるような漏洩濃度ではないと考えられる。 

 

c) キャノピー式フードをの吸引を停止した時 

キャノピー式フードの吸引を停止した時の粉じん漏洩濃度の時間的変動状況を図 4.86 に

示す。 
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図 4.86 キャノピー式フードの吸引を停止した時の 

粉じん漏洩濃度の時間的変動状況 

 

図 4.86 より、キャノピー式フードを通常の半分の吸引風速で稼働した時の粉じん漏洩濃

度に比べて、当然のように吸引を停止した時の粉じん漏洩濃度の方が高い濃度を示した。 

 

4.5.4.4 まとめ 

研削機による切削用ドリルの歯の研磨作業であったため、作業にともなう粉じんの発生

が低濃度であったことと管理濃度が 3.0 mg/m3であったことから、局所排気装置の吸引風速

を制御風速より遅くしても作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影響を与

えるような漏洩は認められなかった。 

 

4.5.5 衛生陶器研磨作業現場 

4.5.5.1 測定対象作業現場の概要 

衛生陶器を製造する工場で、測定は手持ち式グラインダーにより衛生陶器の表面を研磨

する作業場で行った。作業場には 3 名の作業者が従事しており、囲い式フードが 3 台連続

稼働していた。作業状況を図 4.87 に示し、測定対象作業場の概略を図 4.88 に示す。 

作業時に、囲い式フード 3 台の吸引風速を通常の 3 分の 2 および 3 分の 1 にした際の、

作業環境測定およびその時のフード 3（図 4.88 参照）で従事していた作業者のばく露濃度

を測定した。囲い式フードの吸引風速はフード開口面中央の点で測定した。 
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図 4.87 衛生陶器の研磨作業の作業状況 

 

 
図 4.88 測定対象作業場の概略図 

 

フード 1～3の外観を図 4.89 に示に、寸法を表 4.27 に示す。 

   

図 4.89 フードの外観（左：フード 1、中央：フード 2、右：フード 3） 

 

表 4.27 各フードの寸法 
フードの種類 フード 1 フード 2 フード 3 
高さ(mm) 740 700 900 

幅(mm) 
上底：760 
下底：900 

650 980 

 

4.5.5.2 研磨作業時の作業者の作業環境測定およびばく露濃度測定 

a) 囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時 
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囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時の 3 台のフード開口面中央の吸引風速は表

4.28 に示すとおりである。また、その時の作業場の作業環境測定の結果を表 4.29 に示す。

作業環境測定では、測定対象作業場に図 4.88 に示す 6 測定点を設定して、測定を行った。

併行測定により求めた質量濃度変換係数 K値は 0.0008mg/m3である。また、粉じんの遊離け

い酸含有率は 0.76 %であったため、管理濃度は 1.58 mg/m3である。 

表 4.28 フード開口面風速の測定結果  
フードの種類 フード 1 フード 2 フード 3 

風速 (m/s) 1.2 1.8 1.6 

 
表 4.29 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
（mg/m3) 

測定点１ 0.07 
測定点２ 0.06 
測定点３ 0.06 
測定点４ 0.13 
測定点５ 0.04 
測定点６ 0.07 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.07 

幾何標準偏差 σ1 1.47 
幾何標準偏差 σ 2.16 

EA1 0.24 
EA2 0.09 

管理濃度(mg/m3) 3.00 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.29 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

この時に、フード 3 で作業をしている作業者のばく露濃度測定結果は、0.045 mg/m3であ

った。作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.90 に示す。さらに、10 分間移動

平均値の結果を図 4.91 に示す。 

 
図 4.90 囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時の粉じんばく露濃度の変動状況 



108 

 
図 4.91 囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時の 

      粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 
 

粉じんばく露濃度は 0.045 mg/m3であり、図 4.91 からもばく露濃度は低濃度であった。 

 

b) 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で稼働した時 

囲い式フードを通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時のフード開口面中央の吸引風速

は表 4.30 に示す通りである。その時の作業場の作業環境測定の結果を表 4.31 に示す。 

表 4.30 フード開口面風速の測定結果 
フードの種類 フード 1 フード 2 フード 3 
風速 (m/s) 0.8 1.1 1.0 

表 4.31 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
（mg/m3) 

測定点１ 0.02 
測定点２ 0.02 
測定点３ 0.01 
測定点４ 0.02 
測定点５ 0.03 
測定点６ 0.02 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.02 

幾何標準偏差 σ1 1.29 
幾何標準偏差 σ 2.04 

EA1 0.06 
EA2 0.03 

管理濃度(mg/m3) 1.58 
管理区分 第 1管理区分 

表 4.31 より、囲い式フードを通常時の 3分の 2の吸引風速で稼働した時の作業環境は第

1管理区分であった。このことから、作業環境を著しく悪化させるような漏洩はなかったと

考えられる。 

この時、フード 3 で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、0.052 mg/m3

であった。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.92 に示す。さらに、
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10 分間移動平均値の結果を図 4.93 に示す。 

 

 
図 4.92 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で稼働した時の 

粉じんばく露濃度の変動状況 
 

 
図 4.93 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で稼働した時の 

粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 

図 4.92 及び図 4.93 より、囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時の粉じんばく露

濃度に比べて、通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時の粉じんばく露濃度の方が高い濃

度を示した。しかし、管理濃度 1.58 mg/m3と比べると、今回のばく露濃度(0.052 mg/m3)は

管理濃度よりも非常に低い濃度であった。 

c) 囲い式フードを通常の 3分の 1の吸引風速で稼働した時 

囲い式フードを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時のフード開口面中央の吸引風速

は表 4.32 に示す通りである。その時の作業場の作業環境測定の結果を表 4.33 に示す。 

表 4.32 フード開口面風速の測定結果 
フードの種類 フード 1 フード 2 フード 3 
風速 (m/s) 0.4 0.5 0.6 
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表 4.33 各測定点における粉じん濃度と管理区分 
質量濃度 
(mg/m3) 

測定点１ 0.03 
測定点２ 0.02 
測定点３ 0.03 
測定点４ 0.05 
測定点５ 0.04 
測定点６ 0.04 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.03 

幾何標準偏差 σ1 1.35 
幾何標準偏差 σ 2.08 

EA1 0.11 
EA2 0.04 

管理濃度 1.58 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.33 より、囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速で稼働した時の作業環境は第

1管理区分であった。このことから、作業環境を著しく悪化させるような漏洩はなかったと

考えられる。 

フード3で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、0.048 mg/m3であった。

また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.94 に示す。さらに、10 分間移動

平均値の結果を図 4.95 に示す。 

 

 
（★は、図 4.87 のようにグラインダーで大きく研磨する作業による上昇であった。） 

図 4.94 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で 
   稼働した時の粉じんばく露濃度の変動状況 
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図 4.95 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で稼働した時の 

  粉じんばく露濃度の変動状況（10 分間移動平均値） 
 

図 4.94 及び図 4.95 より、囲い式フードを通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時の粉

じんばく露濃度に比べて、通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時の粉じんばく露濃度の

方が低い濃度を示した。囲い式フードの吸引風速を遅くすれば、粉じんばく露濃度は高く

なると考えられるが、通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時に研磨をする対象物質が、

大きくグラインダーで研磨する作業（図 4.87 参照）から小さい穴の内壁を研磨する作業（図

4.96 参照）に変わり、発生する粉じん量が少なくなったため、吸引風速を遅くしてもばく

露濃度が低くなったと考えられる。 

 通常の 3分の 1の吸引風速で稼働した時の作業状況を図 4.96 に示す。 

   
図 4.96 囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速にした時の作業状況 

 

4.5.5.3 まとめ 

グラインダーにより衛生陶器の表面を研磨する作業であった。囲い式フードを通常の 3

分の 2 の吸引風速で稼働しても、作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影

響を与えるような漏洩は認められなかった。また、囲い式フードを通常の吸引風速で稼働

した時の粉じんばく露濃度に比べて、通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時の粉じんば

く露濃度の方が高い濃度を示した。しかし、管理濃度 1.58 mg/m3 と比べると、粉じんばく

露濃度は管理濃度よりも非常に低い濃度であった。 

この部分の内壁を研磨 
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囲い式フードを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時、作業環境は第一管理区分を維

持しており、その時の作業者のばく露濃度は管理濃度より低い濃度であった。囲い式フー

ドを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時には研磨の対象製品が変わり、粉じんの発生

量が少なくなったため、粉じんばく露濃度は低濃度に留まったと考えられた。 

 

4.5.6 プレート溶接作業現場 

4.5.6.1 測定対象作業現場の概要 

測定対象とした作業は、プレートを溶接する作業である。作業場には囲い式フードが 4

台設置されており、連続稼働していた。作業の様子、作業場の概略図を図 4.97 及び図 4.98

に示す。 

作業時に、囲い式フードの吸引風速を通常の 3 分の 2 および 3 分の 1 にした際の、作業

環境測定およびその時のフード 2 とフード 3 で従事していた作業者の粉じんばく露濃度を

測定した。 

 
図 4.97 作業場の様子 

 

 
図 4.98 作業場の概略図 

 

フード 4 フード 3 フード 2 フード 1 
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囲い式フードの吸引風速を通常の 3 分の 2、3 分の 1 となるよう、フード 1～フード 4 と

集塵機をつなげているダクトに付属されたダンパーで排風量を調節した。吸引風速の調節

に使用したダンパーを図 4.99 に示す。 

 

     
図 4.99 フード 1～4の風量調整ダンパー（左：全体図、右：拡大図） 

 

また、フードの外観を図 4.100 に示し、囲い式フード 4台の寸法を表 4.34 に示す。 

   
図 4.100 フード 3の外観 

 
表 4.34 囲い式フードの寸法 

フードの種類 フード 1 フード 2 フード 3 フード 4 
ビニールカーテンの高さ(mm) 28 16 28 25 

フード高さ(mm) 169 169 169 179 
フード幅(mm) 123 123 123 154 

 
 

4.5.6.2 溶接作業時の作業者の粉じんばく露濃度測定および作業環境測定 

a) 囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時 

囲い式フードを通常の吸引風速で稼働した時のフード開口面の風速の測定点（①～⑨）

を図 4.101 に示し、測定結果を表 4.35 に示す。 

ビニールカーテン 

フード高さ 

フード幅 

ビニールカーテンの高さ 
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図 4.101 囲い式フードの開口面風速の測定点 

 
表 4.35 開口面風速の測定結果     (m/s) 

フードの種類 フード1 フード 2 フード 3 フード 4 
ダクト開口面 2.5 2.7 

 
3.8 5.0 以上 

(測定上限値を超えた) 
ダクト開口面から
100mm 離れた点 

0.30 0.28 0.52 1.3 

① 0.16 0.13 0.14 0.27 
② 0.15 0.12 0.28 0.40 
③ 0.12 0.16 0.27 0.29 
④ 0.07 0.05 0.15 0.16 
⑤ 0.15 0.15 0.26 0.22 
⑥ 0.20 0.16 0.20 0.20 
⑦ 0.11 0.14 0.13 0.15 
⑧ 0.15 0.14 0.11 0.15 
⑨ 0.11 0.13 0.11 0.18 

 

測定対象作業場に、図 4.25 に示す 6測定点を設定して、作業環境測定を行った。併行測

定により求めた質量濃度変換係数 K値は 0.0028mg/m3である。また、粉じんの遊離けい酸含

有率は 0 %であるため、管理濃度は 3.00 mg/m3 である。作業場の作業環境測定の結果を表

4.36 に示す。 

表 4.36 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
（mg/m3) 

測定点１ 0.20 
測定点２ 0.21 
測定点３ 0.13 
測定点４ 0.20 
測定点５ 0.51 
測定点６ 0.28 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.23 

幾何標準偏差 σ1 1.58 

ダクト開口面 

① ② ③ 

⑥ ⑤ ④ 

⑦ ⑧ ⑨ 

ダクト開口面から 100mm

離れた点 
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幾何標準偏差 σ 2.25 
EA1 0.88 
EA2 0.32 

管理濃度(mg/m3) 3.00 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.36 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

この時、フード 2 で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、23.6 mg/m3

であった。また、作業者のばく露濃度の時間的変動状況を図 4.102 に示す。さらに、10 分

間移動平均値の結果を図 4.103 に示す。 

 

 
図 4.102 囲い式フードを通常時の吸引風速で稼働した時のフード 2で 

従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
 

 
図 4.103 囲い式フードを通常時の吸引風速で稼働した時のフード 2で 

      従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

また、フード 3で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、4.07 mg/m3であ
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った。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.104 に示す。さらに、10

分間移動平均値の結果を図 4.105 に示す。 

 

 
図 4.104 囲い式フードを通常時の吸引風速で稼働した時の 

      フード 3で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 

 
図 4.105 囲い式フードを通常時の吸引風速で稼働した時のフード 3で 

     従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

囲い式フードの上部に集塵機のダクトが接続されていたため、フードへの吸引気流の中

に作業者の呼吸域がある状態での作業であった。このため、粉じんばく露濃度は高濃度で

あった。しかし、溶接作業者は電動ファン付き呼吸用保護具（山本光学社製 MP 型ヘルメッ

トタイプ）を着用しており、図 4.103 及び図 4.105 のような高濃度の粉じんを作業者はば

く露していない。 
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b) 囲い式フードを通常の 3分の 2の吸引風速で稼働した時 

囲い式フードを通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時の開口面の中心の吸引風速を表

4.37 に、作業場の作業環境測定の結果を表 4.38 に示す。 

表 4.37 開口面風速の測定結果     (m/s) 
フード種類 フード 1 フード 2 フード 3 フード 4 
ダクト開口面 1.1 1.1 1.7 2.5 

ダクト開口面から
100mm 離れた点 

0.24 0.16 0.31 0.75 

開口面中央 0.15 0.14 0.15 0.16 
 

表 4.38 各測定点における粉じん濃度と管理区分 
粉じん濃度 
(mg/m3) 

測定点１ 0.26 
測定点２ 0.30 
測定点３ 0.45 
測定点４ 0.55 
測定点５ 0.80 
測定点６ 0.51 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.45 

幾何標準偏差 σ1 1.51 
幾何標準偏差 σ 2.19 

EA1 1.61 
EA2 0.60 

管理濃度(mg/m3) 3.00 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.38 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

この時、フード 2 で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、5.49 mg/m3

であった。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.106 に示す。さらに、

10 分間移動平均値の結果を図 4.107 に示す。 

 
図 4.106 囲い式フードを通常時の 3分の 2の吸引風速で稼働した時 

  のフード 2で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
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図 4.107 囲い式フードを通常時の 3分の 2の吸引風速で稼働した時のフード 2で 

 従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 
 

また、フード 3で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、9.55 mg/m3であ

った。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.108 に示す。さらに、10

分間移動平均値の結果を図 4.109 に示す。 

 
図 4.108 囲い式フードを通常時の 3分の 2の吸引風速で稼働した時の 

フード 3で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
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図 4.109 囲い式フードを通常時の 3分の 2の吸引風速で稼働した時のフード 3で 

従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 
 

粉じんばく露濃度は高濃度であったが、溶接作業者は電動ファン付き呼吸用保護具（山

本光学社製 MP 型ヘルメットタイプ）を着用しており、図 4.106 及び図 4.108 のような高濃

度の粉じんを作業者はばく露していない。 

 

c) 囲い式フードを通常の 3分の 1の吸引風速で稼働した時 

囲い式フードを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時のフード開口面の中心の吸引風

速を表 4.39 に、作業場の作業環境測定の結果を表 4.40 に示す。 

表 4.39 開口面風速の測定結果      (m/s) 
フード種類 フード 1 フード 2 フード 3 フード 4 
ダクト開口面 0.43 0.38 0.70 0.97 

ダクト開口面から
100mm 離れた点 

0.15 0.07 0.15 0.40 

開口面中央 0.14 0.13 0.14 0.14 
 

表 4.40 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
(mg/m3) 

測定点１ 0.38 
測定点２ 0.32 
測定点３ 0.40 
測定点４ 0.53 
測定点５ 0.64 
測定点６ 0.51 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.45 

幾何標準偏差 σ1 1.29 
幾何標準偏差 σ 2.04 

EA1 1.46 
EA2 0.58 

管理濃度(mg/m3) 3.00 
管理区分 第 1管理区分 
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表 5.40 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

この時、フード 2 で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、7.76 mg/m3

であった。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.110 に示す。さらに、

10 分間移動平均値の結果を図 4.111 に示す。 

 
図 4.110 囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速で稼働した時の 

フード 2で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
 

 
図 4.111 囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速で稼働した時のフード 2で 

従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 
 

また、フード 3で作業をしている作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、2.93 mg/m3であ

った。また、作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.112 に示す。さらに、10

分間移動平均値の結果を図 4.113 に示す。 
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図 4.112 囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速で稼働した時の 

フード 3で従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 
 

 
図 4.113 囲い式フードを通常時の 3分の 1の吸引風速で稼働した時のフード 3で 

従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

粉じんばく露濃度は高濃度であったが、溶接作業者は電動ファン付き呼吸用保護具（山

本光学社製 MP 型ヘルメットタイプ）を着用しており、図 4.112 及び図 4.113 のような高濃

度の粉じんを作業者はばく露していない。 

 

4.5.6.3 まとめ 

プレート溶接をする作業であったため、高濃度の粉じんが発生する作業であった。囲い

式フードを通常の 3分の 2、3分の 1の吸引風速で稼働しても、作業環境は第一管理区分を

維持しており、作業環境に影響を与えるような漏洩はなかった。 

作業者の肩に設置したデジタル粉じん計 LD-6N による粉じんばく露濃度は高濃度であっ

たが、溶接作業者は電動ファン付き呼吸用保護具（山本光学社製 MP 型ヘルメットタイプ）

を着用しており、実際に作業者がばく露している粉じん濃度は低濃度である。 
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4.5.7 ベルト研磨、バフ研磨作業現場 

4.5.7.1  測定対象作業現場の概要 

真鍮、銅合、アルミ、ステンレス、亜鉛、銅などの研磨工程、鏡面加工、仕上げ加工を

する工場において、バフ兼ベルト研磨の単位作業場で測定を行った。研磨作業には 46 台の

バフ兼ベルト研磨機が設置されており、約 30 名の作業者が従事していた。設置されている

バフ兼ベルト研磨機には、局所排気装置が設置されており、連続稼働している。測定対象

作業場の概略を図 4.114 に、研磨作業の状況を図 4.115 に示す。 

 

 
図 4.114 測定対象作業場の概略 

 

フード 2 

フード 1 

フード 3 
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図 4.115 研磨作業の作業状況 

 

4.5.7.2 研磨作業時の作業者のばくろ濃度測定および作業環境測定 

a) レシーバー式フードの吸引風速を通常の吸引風速で稼働した時 

 測定対象作業場に、図 4.114 に示す 15 測定点（①～⑮）を設定して、作業環境濃度を測

定した。併行測定により求めた質量濃度変換係数 K値は、0.0010 mg/m3/cpm である。また、

粉じん中の遊離けい酸は 0.80 %であり、管理濃度は 1.54 mg/m3である。 

 各測定点の測定結果および結果から算出した管理区分を表 4.41 に示す。 

 
表 4.41 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
(mg/m3) 

測定点１ 0.14 
測定点２ 0.22 
測定点３ 0.22 
測定点４ 0.16 
測定点５ 0.18 
測定点６ 0.17 
測定点７ 0.16 
測定点８ 0.16 
測定点９ 0.15 
測定点１０ 0.15 
測定点１１ 0.18 
測定点１２ 0.22 
測定点１３ 0.15 
測定点１４ 0.16 
測定点１５ 0.17 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.17 

幾何標準偏差 σ1 1.16 
幾何標準偏差 σ 1.98 

EA1 0.53 
EA2 0.22 

管理濃度(mg/m3) 1.54 
管理区分 第 1管理区分 
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表 4.41 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

フード開口面の測定点（点 a～点 b）を図 4.116 に示す。囲い式フードを通常の吸引風速

で稼働した時の開口面の吸引風速は、表 4.42 に示す通りである。なお、表 4.42 にはフー

ド 1～フード 3の吸引風速の結果を示している。 

 

 
図 4.116 開口面風速の測定点 

 
表 4.42 開口面風速の測定結果 

フード 1 
の吸引風速(m/s) 

a 1.4 
b 1.6 
c 0.7 

フード 2 
の吸引風速(m/s) 

a 1.3 
b 1.7 
c 0.7 

フード 3 
の吸引風速(m/s) 

a 1.9 
b 2.3 
c 1.4 
 

b) レシーバー式フードを通常の吸引風速よりも下げて稼働した時 

作業時にレシーバー式フードの吸引風速を通常時よりも遅くした時の作業環境および図

4.114 に示したフード 1、フード 2、フード 3 で従事していた作業者の粉じんばく露濃度を

測定した。フード 1、フード 2ではベルト研磨、フード 3ではバフ研磨の作業をしていた。 

各測定点の測定結果および結果から算出した管理区分を表 4.43 に示す。 

 

測定点 a 

測定点 b 

測定点 c 
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表 4.43 各測定点における粉じん濃度と管理区分 

粉じん濃度 
(mg/m3) 

測定点１ 0.09 
測定点２ 0.08 
測定点３ 0.04 
測定点４ 0.36 
測定点５ 0.07 
測定点６ 0.06 
測定点７ 0.10 
測定点８ 0.10 
測定点９ 0.11 
測定点１０ 0.11 
測定点１１ 0.28 
測定点１２ 0.38 
測定点１３ 0.15 
測定点１４ 0.22 
測定点１５ 0.38 

幾何平均値 M1(mg/m
3) 0.13 

幾何標準偏差 σ1 2.04 
幾何標準偏差 σ 2.66 

EA1 0.66 
EA2 0.21 

管理濃度(mg/m3) 1.54 
管理区分 第 1管理区分 

 

表 4.43 よりこの作業環境は第 1管理区分である。 

レシーバー式フードを通常の吸引風速より下げて稼働した時のフード開口面の吸引風速

は、表 4.44 に示す通りである。 

表 4.44 開口面風速の測定結果 

フード 1 
の吸引風速(m/s) 

a 1.2 
b 0.8 
c 0.4 

フード 2 
の吸引風速(m/s) 

a 1.0 
b 0.9 
c 0.7 

フード 3 
の吸引風速(m/s) 

a 1.6 
b 1.4 
c 0.7 
 

レシーバー式フードを通常の吸引風速よりも下げて稼働した時にフード 1 で従事してい

た作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、0.10 mg/m3であった。作業者の粉じんばく露濃度

の時間的変動状況を図 4.117 に示す。また、10 分間移動平均値の結果を図 4.118 に示す。 
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図 4.117 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 

フード 1で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
 

 
図 4.118 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 
フード 1で従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

また、フード 2で従事していた作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、0.27 mg/m3であっ

た。作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.119 に示す。また、10 分間移動平

均値の結果を図 4.120 に示す。 
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図 4.119 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 

フード 2で従事していた作業者の粉じんばく露濃度 
 

 
図 4.120 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 
フード 2で従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

さらに、フード 3 で従事していた作業者の粉じんばく露濃度測定結果は、0.10mg/m3であ

った。作業者の粉じんばく露濃度の時間的変動状況を図 4.121 に示す。また、10 分間移動

平均値の結果を図 4.122 に示す。 
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図 4.121 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 

フード 3で従事していた作業者の粉じんばく露濃度の変動状況 
 

 
図 4.122 レシーバー式フードを通常よりも吸引風速を下げて稼働した時の 
フード 3で従事していた作業者の粉じんばく露濃度（10 分間移動平均値） 

 

図 4.117、図 4.119 及び図 4.121 より、短時間ではあるが粉じんばく露濃度が高くなる時

があった。しかし、粉じんばく露濃度の 10 分間移動平均値の変動状況や粉じんばく露濃度

を考慮すると、今回の作業は、粉じんばく露濃度の低い作業と考えられる。 

 

4.5.7.3 まとめ 

ベルト研磨・バフ研磨による研磨作業であったため、作業にともなう粉じんの発生は低

濃度であった。このことから、レシーバー式フードを通常の 3分の 2、3分の 1の吸引風速

で稼働しても、作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影響を与えるような
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漏洩はなかった。また、粉じんばく露濃度は管理濃度よりも低い濃度であった。 

 

4.5.8 総括 

(1) 金属研磨作業現場 

研削機による切削用ドリルの歯の研磨作業であったため、作業にともなう粉じんの発生

が低濃度であったことと管理濃度が 3.0 mg/m3であったことから、局所排気装置の吸引風速

を制御風速より遅くしても作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影響を与

えるような漏洩は認められなかった。 

(2) 衛生陶器の研磨作業現場 

グラインダーにより衛生陶器の表面を研磨する作業であった。囲い式フードを通常の 3

分の 2 の吸引風速で稼働しても、作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影

響を与えるような漏洩は認められなかった。また、囲い式フードを通常の吸引風速で稼働

した時の粉じんばく露濃度に比べて、通常の 3 分の 2 の吸引風速で稼働した時の粉じんば

く露濃度の方が高い濃度を示した。しかし、管理濃度 1.58 mg/m3 と比べると、粉じんばく

露濃度は管理濃度よりも非常に低い濃度であった。 

囲い式フードを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時、作業環境は第一管理区分を維

持しており、その時の作業者の粉じんばく露濃度は管理濃度より低い濃度であった。囲い

式フードを通常の 3 分の 1 の吸引風速で稼働した時には研磨の対象物質が変わり、粉じん

の発生量が少なくなったため、粉じんばく露濃度は低濃度に留まったと考えられた。 

(3) プレート溶接作業現場 

プレート溶接をする作業であったため、高濃度の粉じんが発生する作業であった。囲い

式フードを通常の 3分の 2、3分の 1の吸引風速で稼働しても、作業環境は第一管理区分を

維持しており、作業環境に影響を与えるような漏洩はなかった。 

作業者の肩に設置したデジタル粉じん計 LD-6N による粉じんばく露濃度は高濃度であっ

たが、溶接作業者は電動ファン付き呼吸用保護具（山本光学社製 MP 型ヘルメットタイプ）

を着用しており、実際に作業者がばく露している粉じん濃度は低濃度である。 

(4) ベルト研磨・バフ研磨作業現場 

ベルト研磨・バフ研磨による研磨作業であったため、作業にともなう粉じんの発生は低

濃度であった。このことから、レシーバー式フードを通常の 3分の 2、3分の 1の吸引風速

で稼働しても、作業環境は第一管理区分を維持しており、作業環境に影響を与えるような

漏洩はなかった。また、ばく露濃度は管理濃度よりも低い濃度であった。 

(5) 粉じん則一部改正への提言 

本測定では、粉じんを取り扱い、第 1 管理区分を維持している事業場で、作業現場に設

置されている局所排気装置の吸引風速を制御風速より遅くした状態で、作業者のばく露濃

度および作業環境測定を行い、局所排気装置の吸引風速を制御風速より遅くしても第 1 管

理区分が維持できるかどうかの検証を行った。測定対象現場は粉じん取扱い作業場で第 1
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管理区分になっている事業場として、金属研磨作業現場、衛生陶器研磨作業現場、プレー

ト溶接作業現場、ベルト研磨・バフ研磨作業現場を選定した。検証を行った結果、局所排

気装置の吸引風速を制御風速より遅くしても作業環境は第 1 管理区分を維持しており、作

業環境に影響のある漏洩は見られなかった。 

以上のことから、作業環境が良好とされる第 1 管理区分を満たしている作業場では、作

業環境が第 1 管理区分を維持し、ばくろ濃度が管理濃度を下回る範囲内であれば、設置さ

れている局所排気装置の吸引風速を制御風速よりも遅くして稼働することが可能であると

考えられた。 

 

4.6 結言 

 本研究では、厚生労働省令に定められている粉じん則において、局排等以外の粉じん発

散防止装置の使用を可能にすることを目的としている。そのため、実際に局所排気装置の

要件を満たさない屋内排気型フードを用いて、実際の作業場を想定し、有害物質の環境へ

の漏洩の有無を調べた。また、実際の粉じん作業現場で既存の局所排気装置を制御風速以

下で稼働した時の、周囲への漏洩濃度測定、作業環境測定および作業者のばく露濃度測定

をした。 

 以下に本研究で得られた知見を述べる。 

4.6.1 フランジ効果およびフィルターの圧力損失 

1) フランジ効果 

 フランジを付けることでフード前方の等速度面が前方にも横にも広がり、発散源を捕捉

できる範囲が広がることが確認できた。その一方、フード開口面近傍の吸引風速はフラン

ジ効果が見られず、逆にフランジを付けることで風速は遅くなることが分かった。これら

のことから、有害物質の発生状況や発散源とフード開口面の距離から、フランジを付ける

か否かを考慮する必要があると考えられた。 

2) フィルターの圧力損失 

 屋内排気型フードを作製するにあたり、フィルターの圧力損失を調べた。金属メッシュ

フィルターは圧力損失が低く、ファンへの負荷も低減できる有用なプレフィルターである

と考えられた。HEPA フィルターはバグフィルター等の集塵フィルターの中では比較的圧力

損失は大きいが、0.3μmの粒子を 99.97%捕集でき、屋内排気には必要なフィルターであっ

た。 

4.6.2 ダクト付きフードを用いた制御風速等に関する実験 

1) マネキンの有無による捕捉点風速 

 捕捉点風速はマネキンが無い時と有る時で差が生じ、マネキンがある方が捕捉点風速は

遅くなった。また、マネキンが無い時は Dalla Valle の式により算出した理論値よりも風

速が速くなり、マネキンが有る場合は理論値より風速が遅くなる傾向にあることが明らか

になった。 
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2) 2 種類の発散源と排風量 

 発煙ノズルを用いた場合には、ばく露濃度が高くなった。発煙 BOX を用いた場合には、

発煙ノズルよりも発生速度が緩やかであったため、ばく露は見られず、作業者に見立てた

マネキンの腰の部分の方で主に漏洩が見られた。また、フードの形状や煙の発生速度によ

って必要排風量は異なることが分かった。 

3) 制御風速 

 本実験条件では、制御風速以下で発散源を捕捉できた。また、発散源の発生量、フード

の開口面積、発散源のフード開口面からの距離によって、漏洩およびばく露を防ぐために

必要となる捕捉点風速は異なることが分かった。これらのことから、現在はフードの吸引

性能を制御風速（外付け式フードの場合は 1.0 m/s）で評価しているが、作業環境が良好で、

発散源の発生量および発生速度が遅ければ、捕捉点風速を制御風速より遅くしても十分に

発生した煙を捕捉できると考えられた。 

さらに、捕捉点風速を 0.1m/s 下げるだけで排風量は大きく削減できることが Dalla Valle

の式より明らかになった。これは、少ないエネルギーで発散源を速やかに捕捉することが

必要とされる中、制御風速より遅い吸引風速であっても作業環境を良好に保つことができ

る作業場では、エネルギーコスト、CO2排出量の削減も期待できる。 

4.6.3 屋内排気型フードを用いた外乱気流の影響に関する実験 

1) 外乱気流の影響 

 一様な気流をフード周囲から発生し、その時の煙の漏洩濃度およびばく露濃度を測定し

た。制御風速よりも遅い捕捉点風速であっても漏洩およびばく露を防げると考えられた。

ただし、斜め前方と前方からの 0.4m/s 以上の一様な気流に対しては、ついたてを立てる等

の対策をし、外乱気流の影響を低減することが望ましいと考えられた。 

2) 作業台周囲の人の移動による影響 

 作業台周囲を人が移動した時の煙の漏洩濃度およびばく露濃度を測定した。今回実験し

た 3種類の移動（フード側面に沿って移動する時、作業台に向かい Uターンをして戻る時、

マネキンの背後を移動する時）においては、それぞれにおいて制御風速以下の捕捉点風速

で漏洩およびばく露を防げると考えられた。 

3) 屋内排気 

 マグネシウムリボンを燃焼して発生させた粉じんと、砂岩を研磨して発生させた粉じん

をそれぞれ屋内排気型フードで吸引し、集じんフィルター通過後の粉じん濃度を測定した。 

 集じんフィルター通過後の粉じん濃度は非常に低濃度であり、屋内排気型フードに内蔵

した集じんフィルターで粉じんは十分に捕集された。使用したフィルターはプレフィルタ

ーとして金属メッシュフィルターをメインフィルターとして HEPA フィルターを使用した。

集塵効率の高いフィルターを用いれば、作業環境に影響を与えない程度の粉じん濃度に抑

えて屋内排気ができ、局所排気装置以外の屋内排気型フードの導入が可能になることが明

らかになった。 
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4.6.4 粉じん則一部改正のための現場検証調査 

 第 1 管理区分を維持している粉じん作業場で、作業現場に設置されている局所排気装置

の吸引風速を制御風速より遅くした時に、局所排気装置からの粉じんの漏洩濃度、作業環

境測定および作業者のばく露濃度測定を行い、局所排気装置の吸引風速を制御風速よりも

遅くしても第 1 管理区分を維持できるか否かの検証を行った。検証の結果、局所排気装置

の吸引風速を制御風速より遅くしても作業環境は第 1 管理区分を維持しており、作業環境

に影響のある漏洩は見られなかった。そのため、制御風速を基に設計された局所排気装置

であっても、作業環境が良好に保たれれば、制御風速以下で装置を運用することが可能で

ある。 

 局排等以外の粉じん発散防止抑制装置を使用できるようになれば、作業場に適用した装

置を導入することができる。具体的には、作業環境測定により作業環境が良好であれば、

定められていた制御風速以下で装置を運用することが可能となり、エネルギーコストの削

減に繋がる。また、従来の屋外排気を屋内排気にすることで、装置の小型化が図られ大幅

な設備費の削減が期待できる。 

 

4.7 粉じん則の一部改正への提言 

 現在、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 71 号）」

により、有機溶剤中毒予防規則第十三条の三の規定による発散防止抑制装置として設置す

る局所排気装置以外の発散防止抑制装置設置が認められている有機溶剤の場合、漏洩を監

視するために必要な市販のモニター等の常時監視装置が有機溶剤の漏洩監視に対応出来て

いないのが現状である。また、有機溶剤の捕集に有効な活性炭も現場の有機溶剤の濃度に

対する捕集時間と活性炭の飽和吸着の関係に明確な答えを出すのが難しい状況であるため、

その運用に苦慮しているのが現状と考える。 

 そうした現状を考えた時、粉じんの局所排気装置等以外の発散防止抑制装置は、有機溶

剤と違い、粉じん捕集のためのフィルター（ろ過材）が存在し、その運用もバグフィルタ

ー等で明らかになっており、さらに、粉じん漏洩を常時監視するための粉じん計もデジタ

ル粉じん計等リアルタイムモニターが市販されている。こうしたことから、粉じんに関す

る局所排気装置等以外の発散防止抑制装置が、一番実現性・実用性が高いと考える。 

 そこで、今回製作した粉じんに関する局所排気装置等以外の発散防止抑制装置が、以下

の全ての要件を満たす場合は粉じん則を改正し、当該抑制装置も特定粉じん発生源に係る

装置として取り扱うことが妥当と考える。 

（１）制御風速を満たしていなくても粉じん作業の作業性が良く、発散防止抑制装置の   

開口面からの漏洩が無いこと。 

（２）発散防止抑制装置にバグフィルター用のフィルター（ろ過材）等を取り付け、排出

口からの排出粉じん濃度が管理濃度の１０分の１以下になっている事を、排出口に設置し

たデジタル粉じん計等にて常時監視すること。 
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（３）発散防止抑制装置を設置した場所の作業環境が第１管理区分で有ること。 

（４）発散防止抑制装置を設置した状態で粉じん作業を行い、その時作業者のばく露濃度 

   及び 10 分間移動平均値が管理濃度以下であること。 

 上記の粉じん則改正に必要な要件で、本当に局所排気装置等以外の発散防止抑制装置と

して認められるかについて検証するために、今後、大型発散防止抑制装置を作製し、粉じ

んを用いた模擬実験を行う事と並行して、現場の事業所の協力をいただき、現在現場に設

置されている局所排気装置を用いて、吸引風速を制御風速より遅くした場合の吸引風速と

漏洩濃度の関係等模擬実験に近い測定を実施し、局所排気装置等以外の発散防止抑制装置

の実用性の検証を行う。 

 その成果を踏まえて、改めて粉じんに関する局所排気装置等以外の発散防止抑制装置の

設置を特定粉じん発生源に係る措置として取り扱ううため必要な要件を提案するので、そ

の折りには、是非、粉じん則の一部を改正し、粉じん作業現場で局所排気装置等以外の発

散防止抑制装置を使用できるようになることを切に希望する次第である。 
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Ｅ．結論 

１．金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に

投げ入れ、焼成し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業時の粉じんばく露

濃度 

今後新たに粉じん則の別表第２及び別表３のいずれかに追加すべき可能性のある作業と

して、別表第１第 17 号に定められた「金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程にお

いて、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼成し、湯出しし、又は鋳込みする場所におけ

る作業（以下、土石又は鉱物を開放炉に投入する作業、と略す）」作業は、金属を溶融し、

出湯する一連の作業の途中の工程で、出湯前に溶融面のノロが鋳込み先の製品に入らない

ように、事前にノロを取り除くために鉱物等を炉に投入する作業である。投入時は、溶湯

の熱上昇気流によって、投入された鉱物等が粉じんとして作業環境中に飛散する。飛散し

た粉じんの影響を作業者が受けるが、そうした作業は、現在「粉じん作業」に指定されて

いるが、（別表２）の作業に該当するのかあるいは、（別表３）の作業に該当するのかを判

断するために、現場測定を実施した。 

土石及び鉱物の開放炉への投入作業として、12 事業場で 15 名の作業者のばく露濃度測定

を行った。作業者の作業により粉じんばく露濃度の幾何平均値には差がみられるものの、

作業方法によらずほとんどの作業で、ばく露濃度が管理濃度を上回った。また、ばく露濃

度が管理濃度を下回っていた作業者についてもばく露濃度の 10分間平均値が管理濃度を上

回っている作業者が２名いたことが明らかとなった。 

現在、鋳物工場における別表第１第 17 号土石又は鉱物を開放炉に投入する作業は、粉じ

ん則で粉じん作業（別表第１）に指定されているが、特定粉じん作業（別表第２）及び呼

吸用保護具を使用する作業（別表第３）には指定されていない。そこで、本研究で現場調

査を行い、新たに土石又は鉱石投入作業を（別表第２）又は（別表第３）のどちらの作業

に指定すべきか検証した結果、12 作業場の内、15 名の作業者が管理濃度を超えていること

が明らかになったので、粉じん則を改正し、いずれかに指定し、種々の衛生工学的な対策

を講じることが適切な措置と考える。 

土石又は鉱石を投入等作業は、金属溶解時に解放炉から金属ヒュームが発生するが、最

も粉じんが発生するのは、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業である。土石又は鉱物

を開放炉に投げ入れるのは、溶解金属面に浮いているノロが出湯時に鋳型に入ると鋳物製

品の不良になるので、そのノロを出湯前に取り除くために行う作業で、溶融作業工程では

約１回の短時間作業である。一般的に開放炉には、キャノピーフード、上方型外付け式フ

ード及びリングフード等が設置されていることが多いが、中小の鋳物工場で局所排気装置

が設置されていない場合が多いと思う。鋳込み等作業は、キャノピーフード、上方型外付

け式フード及びリングフード等の局所排気装置を用いた防じん対策が可能な作業と考えら

れるので、「作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様などからみて一定の発生源対策を講

ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策をこうじることができるもの」に該当する「特
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定粉じん発生源」である（別表第２）に該当することが適切な作業と考えるが、現実的に

は、土石又は鉱石投入等作業は作業工程における短時間作業であること、作業環境測定の

実施が困難と判断させること及び作業者の粉じんばく露濃度が高いこと等を総合的に判断

すると（別表第３）の呼吸用保護具を使用する作業とすることが適切と考える。 

 

２．屋外の鉱物等を動力により破砕する作業 

本年度は、粉じん則の別表第２及び別表３のいずれかに追加すべき可能性のある作業と

して、別表第１第８号に定められた鉱物等破砕作業のうち石材事業場等において屋外で行

われている手持ち削岩機を用いた岩石等の小割り作業について、粉じん曝露濃度測定を行

った。 

その結果、屋外で手持ち削岩機を用いて鉱物等の破砕等を行う作業は、2作業場３名の作

業者の粉じんばく露濃度測定結果において、測定した全ての作業者のばく露濃度について

管理濃度を超えていた。また外付け式フード等の局所排気装置を用いた防じん対策は容易

ではないと考えられることから、呼吸用保護具を着用することを義務付けた粉じん則別表

第 3に列挙される作業にすることが適切な措置と考えられる。 

本調査測定では、2作業場３名の作業者と測定数は少ないが、こうした石材等の小割り作

業は、日本においてもまだ存在し、現在でも小割り作業を行っている作業者が少なからず

存在し、本調査と同じ様な粉じん曝露濃度にさらされている可能性はあると想像されるの

で、屋外において鉱石等を手持ち削岩機等の動力により破砕等する作業は別表 3 に組み入

れる粉じん則の改正が必要と考える。 

 

３．船倉内の荷役作業終了後の清掃作業時の粉じんばく露濃度 

現在、「粉じん作業」に指定されていないが、今後新たに指定すべきと考えられる作業の

有無について調査し、ある場合には、その作業における粉じんばく露リスクの調査を行い、

粉じんばく露防止対策の必要性について検討する。具体的には、船倉内の荷役作業終了後

の清掃作業であるが、現場測定に関して、外国船籍の場合の治外法権、船主の了解、測定

時の測定者の安全等の問題から作業の見学だけなら大丈夫との連絡も受けたのですが、最

終的には、見学の許可も得られなかったが、幸い 27 年度は、事業場の協力により、測定を

実施することが出来た。 

４事業場で１１名の作業者の粉じんばく露濃度を測定を行った結果、作業者 11 名の内、

10 名の作業者が管理濃度を超える、つまり、91%（10／11）の作業で管理濃度を超えていた。

このことより船倉内の荷役作業終了後の清掃作業じの粉じん濃度を管理濃度以下に低減す

ることは困難であることが予想される。 

現在「荷役作業後の清掃作業」作業は、粉じん則で粉じん作業に指定されていないが、

本研究で現場調査を行い、新たに粉じん作業に指定すべきか検証した結果、ほとんど全て

の清掃作業で管理濃度を超えていることが明らかになった。 
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よって粉じん則を改正し、「粉じん作業」とする必要性があると考える。 

さらに、船倉清掃作業は外付け式フード等の局所排気装置を用いた粉じん対策が困難な

作業と考えられるので、呼吸用保護具を着用することを義務付けた別表第 3 の作業にする

ことが適切な措置と考える。 

船倉清掃作業は、長年測定を行うべく、船主協会、商社、船舶運用会社等各方面にお願

いをしてきたが、外国船籍の場合の治外法権、船主の了解、測定時の測定者の安全等の問

題から、荷主の許可が得られず、測定が難しかった。 

本年は、４事業場で 11 名の作業者について、粉じん濃度ばく露測定が出来たことは、奇

跡に近く、測定を許可してくれた事業所に心から御礼申し上げます。 

 

４．粉じんに関する局所排気装置等以外の発散抑制装置の導入への基礎的研究 

平成 24 年４月「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」により、局所排気装置

の設置が義務付けられた作業場において、作業者の安全が確保され、作業場が良好とされ

る第１管理区分に区分され、かつ所轄労働基準監督署長からの許可を得た場合には、特例

として局所排気装置以外の代替措置を取っても良いことになった。つまり、局所排気装置

に規定された要件を満たさない装置であっても使用することができ、作業環境測定のみに

よって作業環境管理を行うことができる。作業環境が良好であれば、定められていた制御

風速以下で装置を運用することが可能となり、エネルギーコストの削減に繋がる。さらに

従来の屋外排気を屋内排気にすることで、装置の小型化が図られ大幅な設備費の削減が期

待できる。しかし、このような特例は、粉じん障害防止規則においてはまだ認められてい

ない。 

そこで、本研究では、粉じん障害防止規則においても同様に、局所排気装置以外の粉じ

ん発散防止抑制装置の使用を可能にするため、制御風速と漏洩濃度の関係を求めるために

26 年度と同様に集じんフィルターを内蔵した屋内排気型側方吸引型外付け式フードを作製

し、実験室を実際の作業場に想定し、粉じんの環境への漏洩の有無を調べることで、制御

風速を下げても作業環境を良好に保つことができることを検証すべく実験を行った。また、

併せて、外乱気流が作業現場に設置された局所排気装置の漏洩濃度にどの様な影響を与え

るかについても検証を行った。さらに、粉じんを取り扱う作業現場で、第１管理区分に成

っている事業場にお願いして、作業現場に設置されている局所排気装置の吸引風速を制御

風速より遅くした状態で、局所排気装置からの粉じんの漏洩濃度、作業者のばく露濃度及

び作業環境測定を行い、局所排気装置の吸引風速を制御風速より遅くしても第１管理区分

が維持できるかどうかの検証を行った。 

本研究では、厚生労働省令に定められている粉じん則において、局排等以外の粉じん発

散防止装置の使用を可能にすることを目的としている。そのため、実際に局所排気装置の

要件を満たさない屋内排気型フードを用いて、実際の作業場を想定し、有害物質の環境へ

の漏洩の有無を調べた。また、実際の粉じん作業現場で既存の局所排気装置を制御風速以
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下で稼働した時の、周囲への漏洩濃度測定、作業環境測定および作業者のばく露濃度測定

をした。 

以下に本研究で得られた知見を述べる。 

4.1 フランジ効果及びフィルターの圧量損失について 

1) フランジ効果 

フランジを付けることでフード前方の等速度面が前方にも横にも広がり、発散源を捕捉

できる範囲が広がることが確認できた。その一方、フード開口面近傍の吸引風速はフラン

ジ効果が見られず、逆にフランジを付けることで風速は遅くなることが分かった。これら

のことから、有害物質の発生状況や発散源とフード開口面の距離から、フランジを付ける

か否かを考慮する必要があると考えられた。 

2) フィルターの圧力損失 

屋内排気型フードを作製するにあたり、フィルターの圧力損失を調べた。金属メッシュ

フィルターは圧力損失が低く、ファンへの負荷も低減できる有用なプレフィルターである

と考えられた。HEPA フィルターはバグフィルター等の集塵フィルターの中では比較的圧力

損失は大きいが、0.3μmの粒子を 99.97%捕集でき、屋内排気には必要なフィルターであっ

た。 

4.2 ダクト付きフードを用いた制御風速等に関する実験 

1) マネキンの有無による捕捉点風速 

捕捉点風速はマネキンが無い時と有る時で差が生じ、マネキンがある方が捕捉点風速は

遅くなった。また、マネキンが無い時は Dalla Valle の式により算出した理論値よりも風

速が速くなり、マネキンが有る場合は理論値より風速が遅くなる傾向にあることが明らか

になった。 

2) 2 種類の発散源と排風量 

発煙ノズルを用いた場合には、ばく露濃度が高くなった。発煙 BOX を用いた場合には、

発煙ノズルよりも発生速度が緩やかであったため、ばく露は見られず、作業者に見立てた

マネキンの腰の部分の方で主に漏洩が見られた。また、フードの形状や煙の発生速度によ

って必要排風量は異なることが分かった。 

3) 制御風速 

本実験条件では、制御風速以下で発散源を捕捉できた。また、発散源の発生量、フード

の開口面積、発散源のフード開口面からの距離によって、漏洩およびばく露を防ぐために

必要となる捕捉点風速は異なることが分かった。これらのことから、現在はフードの吸引

性能を制御風速（外付け式フードの場合は 1.0 m/s）で評価しているが、作業環境が良好で、

発散源の発生量および発生速度が遅ければ、捕捉点風速を制御風速より遅くしても十分に

発生した煙を捕捉できると考えられた。 

さらに、捕捉点風速を 0.1m/s 下げるだけで排風量は大きく削減できることが Dalla Valle

の式より明らかになった。これは、少ないエネルギーで発散源を速やかに捕捉することが
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必要とされる中、制御風速より遅い吸引風速であっても作業環境を良好に保つことができ

る作業場では、エネルギーコスト、CO2排出量の削減も期待できる。 

4.3 屋内排気型フードを用いた外乱気流の影響に関する実験 

1) 外乱気流の影響 

一様な気流をフード周囲から発生し、その時の煙の漏洩濃度およびばく露濃度を測定し

た。制御風速よりも遅い捕捉点風速であっても漏洩およびばく露を防げると考えられた。

ただし、斜め前方と前方からの 0.4m/s 以上の一様な気流に対しては、ついたてを立てる等

の対策をし、外乱気流の影響を低減することが望ましいと考えられた。 

2) 作業台周囲の人の移動による影響 

作業台周囲を人が移動した時の煙の漏洩濃度およびばく露濃度を測定した。今回実験し

た 3種類の移動（フード側面に沿って移動する時、作業台に向かい Uターンをして戻る時、

マネキンの背後を移動する時）においては、それぞれにおいて制御風速以下の捕捉点風速

で漏洩およびばく露を防げると考えられた。 

3) 屋内排気 

マグネシウムリボンを燃焼して発生させた粉じんと、砂岩を研磨して発生させた粉じん

をそれぞれ屋内排気型フードで吸引し、集じんフィルター通過後の粉じん濃度を測定した。 

集じんフィルター通過後の粉じん濃度は非常に低濃度であり、屋内排気型フードに内蔵

した集じんフィルターで粉じんは十分に捕集された。使用したフィルターはプレフィルタ

ーとして金属メッシュフィルターをメインフィルターとして HEPA フィルターを使用した。

集塵効率の高いフィルターを用いれば、作業環境に影響を与えない程度の粉じん濃度に抑

えて屋内排気ができ、局所排気装置以外の屋内排気型フードの導入が可能になることが明

らかになった。 

4.4 粉じん則一部改正のための現場検証調査 

第 1 管理区分を維持している粉じん作業場で、作業現場に設置されている局所排気装置

の吸引風速を制御風速より遅くした時に、局所排気装置からの粉じんの漏洩濃度、作業環

境測定および作業者のばく露濃度測定を行い、局所排気装置の吸引風速を制御風速よりも

遅くしても第 1 管理区分を維持できるか否かの検証を行った。検証の結果、局所排気装置

の吸引風速を制御風速より遅くしても作業環境は第 1 管理区分を維持しており、作業環境

に影響のある漏洩は見られなかった。そのため、制御風速を基に設計された局所排気装置

であっても、作業環境が良好に保たれれば、制御風速以下で装置を運用することが可能で

ある。 

局排等以外の粉じん発散防止抑制装置を使用できるようになれば、作業場に適用した装

置を導入することができる。具体的には、作業環境測定により作業環境が良好であれば、

定められていた制御風速以下で装置を運用することが可能となり、エネルギーコストの削

減に繋がる。また、従来の屋外排気を屋内排気にすることで、装置の小型化が図られ大幅

な設備費の削減が期待できる。 
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4.5 粉じん則の一部改正への提言 

現在、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 71 号）」

により、有機溶剤中毒予防規則第十三条の三の規定による発散防止抑制装置として設置す

る局所排気装置以外の発散防止抑制装置設置が認められている有機溶剤の場合、漏洩を監

視するために必要な市販のモニター等の常時監視装置が有機溶剤の漏洩監視に対応出来て

いないのが現状である。また、有機溶剤の捕集に有効な活性炭も現場の有機溶剤の濃度に

対する捕集時間と活性炭の飽和吸着の関係に明確な答えを出すのが難しい状況であるため、

その運用に苦慮しているのが現状と考える。 

そうした現状を考えた時、粉じんの局所排気装置等以外の発散防止抑制装置は、有機溶

剤と違い、粉じん捕集のためのフィルター（ろ過材）が存在し、その運用もバグフィルタ

ー等で明らかになっており、さらに、粉じん漏洩を常時監視するための粉じん計もデジタ

ル粉じん計等リアルタイムモニターが市販されている。こうしたことから、粉じんに関す

る局所排気装置等以外の発散防止抑制装置が、一番実現性・実用性が高いと考える。 

そこで、今回製作した粉じんに関する局所排気装置等以外の発散防止抑制装置が、以下

の全ての要件を満たす場合は粉じん則を改正し、当該抑制装置も特定粉じん発生源に係る

装置として取り扱うことが妥当と考える。 

（１）制御風速を満たしていなくても粉じん作業の作業性が良く、発散防止抑制装置の開

口面からの漏洩が無いこと。 

（２）発散防止抑制装置にバグフィルター用のフィルター（ろ過材）等を取り付け、排出

口からの排出粉じん濃度が管理濃度の１０分の１以下になっている事を、排出口に設

置したデジタル粉じん計等にて常時監視すること。 

（３）発散防止抑制装置を設置した場所の作業環境が第１管理区分で有ること。 

（４）発散防止抑制装置を設置した状態で粉じん作業を行い、その時作業者のばく露濃度

及び 10 分間移動平均値が管理濃度以下であること。 

上記の粉じん則改正に必要な要件で、本当に局所排気装置等以外の発散防止抑制装置と

して認められるかについて検証するために、今後、大型発散防止抑制装置を作製し、粉じ

んを用いた模擬実験を行う事と並行して、現場の事業所の協力をいただき、現在現場に設

置されている局所排気装置を用いて、吸引風速を制御風速より遅くした場合の吸引風速と

漏洩濃度の関係等模擬実験に近い測定を実施し、局所排気装置等以外の発散防止抑制装置

の実用性の検証を行う。 

その成果を踏まえて、改めて粉じんに関する局所排気装置等以外の発散防止抑制装置の

設置を特定粉じん発生源に係る措置として取り扱ううため必要な要件を提案するので、そ

の折りには、是非、粉じん則の一部を改正し、粉じん作業現場で局所排気装置等以外の発

散防止抑制装置を使用できるようになることを切に希望する次第である。 
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Ｆ．健康危機情報 

 局所排気装置等以外の発散抑制装置の研究など、実験室系の実験では呼吸用保護具を装

着して実験を行っている。また、岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業及び鋳物工場の砂型造

形作業などの作業現場の測定に際して、測定者は、電動ファン付き呼吸用保護具を装着し

て測定を行っている。 
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26）流量低下が個人サンプラーNWPS-254 の吸入性粉じん濃度測定に与える影 

    響に関する基礎的研究、第 52 回日本労働衛生工学会、ｐ30～31、2013 

27）篠崎勇太、名古屋俊士他：金属加工現場で発生する切削油剤ミストの測定法 

  に関する研究、第 52 回日本労働衛生工学会、ｐ108～109、2013 

28）皆川雄典、名古屋俊士他、ナノ粒子に対するバグフィルターの捕集効率に関 

  する基礎的研究、第 52 回日本労働衛生工学会、ｐ42～43、2013 

29）藤井由貴、名古屋俊士他、ナノ粒子に対する防じんマスクの捕集効率に関す 

  る基礎的研究、第 52 回日本労働衛生工学会、ｐ44～45、2013 

30）平田優美子、名古屋俊士他、吹付けバーミキュライト中のトレモライト含有 

  判断の精度向上のための検討、第 52 回日本労働衛生工学会、ｐ54～55、2013 

31）柏柳太郎、名古屋俊士他：リフラクトセラミックファイバーに対するファイ 

  バーモニターF-1K 型の特性に関する基礎的研究、第 52 回日本労働衛生工学 
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32）奥野恵佳、名古屋俊士：シリカゲル光触媒を用いた有機溶剤の分解に関する 
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金丸直子、久

保田裕仁、村

田克、名古屋

俊士 

屋内排気型外付け式フード

側面に沿って人が移動した

時に必要となる俳風量につ

いて 

作業環境 Vol.37、

No.2 

ｐ42～46 2016 

王莉、村田克、

名古屋俊士 

オゾン分解法を用いた有機

溶剤等の分解特性に関する

研究 

作業環境 Vol.37、

No.2 

ｐ47～50 2016 

名古屋俊士 リフラクトリーセラミック

ファイバーの化学物質リス

ク評価検討会報告 

作業環境 No.63 p28～30 2016 

大貫正史、村

田克、名古屋

俊士 

各種金属酸化物触媒を用い

た有機溶剤分解時の性能評

価に関する研究 

作業環境 Vol.37、

No.1 

ｐ30～41 2016 

深尾加奈子、

村田克、名古

屋俊士 

ナノマテリアルとしてのカ

ーボンブラック取り扱い作

業環境におけるナノ粒子用

粉じん計LD-5N2を用いた作

業環境管理に関する基礎的

研究 

作業環境 Vol.37、

No.1 

p.47～50 2016 

名古屋俊士 粉じん及び粉じん測定の推

移と現状 

産業医学レ

ビュー 

Vol.28、

No.2 

p.95～114 2015 

金丸直子、久

保田裕仁、名

古屋俊士 

屋内排気型外付け式フード

の換気効果に関する基礎的

研究 

作業環境 Vol.36、

No.4 

ｐ38～41 2015 

名古屋俊士 繊維状物質の測定に係わる

歴史と今後の課題 

繊維状物質

研究 

Vol.2 ｐ16～21 2015 

久保田裕仁、

金丸直子、村

田克、名古屋

俊士 

漏えい濃度およびばく露濃

度から求めた外付け式フー

ドの必要排気風量 

作業環境 Vol.36、

No.3 

ｐ48～55 2015 

 


